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ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(6 ) 
ーアウクトル・ヴ、エートゥスとの比較・対照をも兼ねて一

石川 武
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217 (承前)

26・911 なんぴとも、2) ある子の所領ーー(それも)彼(=子)が未成熟(=

満12歳未満)の聞に (binnensinen jaren)、3) ラント法上(の定めに従い)(to lant-

rechte)もしくはレーン法上(の定めに従い)(to Jenrechte) 4) (前の持主、特に父の死
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ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳 (6) 

亡により)その子に帰属し(てい)た (irstorb即時)5) 所領一ーについて、(その)

授封(を受けること)によって、6) あるいは、(その)質入れ (sattunge)(を受ける

こと)によって、7) また、(その)返還(op latene) (ないし、譲渡)(を受ける)こ

とによっても、8) 適法な(ないし、法定の)ゲヴエーレ(の権利)(巴nerechte 

gewere) 9) を取得し、それによって、彼(=子の所領の授封・質入れ・返還(ない

し譲渡)を受けた者)]0)が彼(=子)に対して、その子に相続され(てい)た適法

な(ないし、法定の)、そして彼(=子)がもっと早くからもっていたケ、ヴェーレ

(の権利)(sine rechten unde sine巴rrengeweren)破る(=侵す、ないし、奪う)こと

をえない、11) また、彼(ニ子)が未成熟(=満12歳未満)の聞に3) それ(=所領、

特に亡父のそれ)が不法に (mitunrechte)相続され(それを占有 支配してい)た

者12) も(それについて適法なゲヴェーレの権利を取得し、子の適法なゲヴェーレの

権利を破る(=侵す、ないし、奪う)ことをえ)ない。〕

1 )この条項は「ドイツ語第 2版jで補足されたものであるが、 Gewere一一特に

rechte Gewere -ーの問題について貴重な示唆を含んでいる O そのことについて

は、以下の註で逐次述べていくが、併せて石川「ゲヴェーレ」、 163頁をも参照さ

れたい。

2 )この neman(=なんぴとも)の語が具体的にいかなる者を指すか、という問題につ

いては、後註・ 6~8 で検討し、後註・ 10でその結果をまとめて述べる O

3) bin配 nsinen jarenの語については、前出レーン法26・4(=AV 1・66)、註.2を

参照。

4 )この (to)lentrecht(e) oder (to) lenrecht(e)の語は、「ラント法上の、もしくは、レー

ン法上の相続に関する準則(に従い)Jという意味である、と解される(石川「ラン卜

法とレーン法J、1625頁、および、註・ 131を参照)。ひきつづき、すぐ後の本文(註・

5の箇所)と次註・ 5を併せて参照されたい。

5) irsterven (=ある物が(前の)持主の死亡によりある者=(新しし1)持主に帰属する)の語

については、前出レーン法18、註.5を参照(前出レーン法2・7、註・ 5で、「後

出レーン法18、設.3 Jとなっているのはミス・プリントである)。そこでも指摘して

おいたように、この語は「相続」以外の「死因帰属」についても用いられるが、こ

の条項では、(後註・ 11の箇所で前提されているように)I子jは(亡父がもっていた)

rechte gewere (の権利)をも「相続Jしているから、彼に「レーン法 t帰属し(てし、)
た所領」が「亡父が(それについてrehtegewereの権利をも)もっていた所領Jである

ことは明らかである o これに対して、「子」に「ラント法上帰属し(てい)た所領」

は、(レーンではなく)Iアイゲンjであって、「子」にそれが「帰属Jするのは、

北法52(4・325)1343
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u手」が手シド法上の「相続権jをもっている場合すベでが含まれ)、必ずしも I(亡)
父jからとは限らないが、 u子J(=息)は「相続Jに際して第 1順位にあるから)、少
なくともその場合が最も多かったことは間違いないであろう(ラント法1・3・3、

1・17・1を参照)。

6 )この「授封によってH誰かJが子の所領について rechtegewere (の権利)を取得し
(註・ 9の箇所)、「子」が(亡父から一一前註・ 5を参照)I相続されてもっと早くか

らもっていた rechtegewere (の権利)を破る」ことになる可能性(ないし、おそれ)

(があることを前提し一一註・ 11の箇所一一、それ)を、冒頭(註.2の箇所)の

nemanの語によって(全面的に)否定しているのだから、この「誰かJは「子の家
臣」であり(したがって、 nemanは「子の家臣はなんぴとも」の意味になる)、この「授

封によってJは、「子の家臣」が(I子」から)所領を「授封される」場合のことを念

頭に置いたもの、と判る。なお、前註・ 5で述べたように、「子にレーン法上帰

属した所領」は「レーン」であり、「子にラント法上帰属した所領」は「アイゲン」

であるが、この両者については次のような相違がある。すなわち、それが「アイ

ゲンJである場合には、「子Jはそれが帰属した後、もしそうしようと望めば¥い
つでもそれを自分の家臣に「授封Jすることができるのに対して、それが「レー

ン」である場合には、「子」は主君からその授封を受けるまではそれを自分の家臣

にI(又)授封」することができない、という相違がそれである(前出レーン法25・

3 (前段)=AV 1・60、レーン法25. 4 = A V 1 . 62、AV1・63を参照)。ただし(前tn
レーン法26・5=AV 1・69・b、1・70、1・71. aによれば)、「子jが(どんなに幼

なくても)主君に所領を希求すれば、主君は「子Jに所領を授封しなければならな
いから、この相違が重要な意味をもっとは考えられなし3。むしろu子Jは未成熟
の問、 I(法定)後見人」とともに、あるいは、彼を通して、「授封jしなければならないか

ら)、[子」と I(法定)後見人」の関係が問題になるであろう。(その点をも含めて)ひ
きつづき後註・ 11を参照されたい。

7)この「質入れによってJ子の所領について rechtegewere (の権利)を取得し(註・ 9
の箇所)、子の rechtegewere (の権利)を破りうる(註 11の箇所)のも、「子」からそ

の所領の「質入れ」を受けた者である。しかし、「質入れ」については、「授封」の

場合とは異なり、「それを受けた者J(したがって、 Textでnemanと言われている者)

は、必ずしも「子の家臣」とは限らない。「子の所領」が「レーン」である場合、後

出レーン法55・1以下の条項で、「主君」が「家臣」に所領を特定の時期に主君が

「請戻金」を支払ってそれを請け戻すという条件で、「封与(=授封)するjケース

が扱われているから、実質的には主君が家臣に所領を「質入れ」することができ、

また、(事実)あったと思われる。しかし、(Iドイツ詩第 1版」に属する後出レーン法

55・6、したがってアイケ自身によれば)、所領の「質入れ」は(たとえそれがレーンで

あっても)ほんらい「ラント法廷Jで(vor gerichte )行われなくてはならず(この内
については、石11川11日「放半申判|リIJ(権)川J 、 2幻3~2μ4頁を参照)入、アイケ自身は上上-記の場合について

北法52(4・324)1342



ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳 (6) 

sattunge (=質ないし質入れ)の語を用いることを避けて(おり、一一後出レーン法55・

8を参照一一、また、上記レーン法55.1のケースを一一可能な限り一一「授封J(一般)

の場合のルールに従って処理しようとして)いる。因みに、以上で触れた後出レーン

法55・1、6、8は、すべて AVに対応条項がなく、「レーン法J(ドイツ語第1版)

で補足された(と目される)ものである。したがって、(1ドイツ語第2版jの著者が

「第l版Jのこうした用語法を踏襲しているとすれば)、このレーン法26・9のsattun-

geは、(子がレーンを家臣に(実質的に)f質入れ」するケースも含まれうるものの)、「ラ

ント法廷」で(正式に)行われる「質入れ」を指し、したがって、むしろ「子の所

領」が「アイゲン」である場合を念頭に置いたものであり、「質入れを受ける者」

(=neman)も「子の家臣Jとは限らない、ということになるo なお、前註・ 6の
末尾で指摘した「子」と r(法定)後見人jの関係は、「質入れjについても問題にな
るが、その点をも含めて、ひきつづき後註・ 11を参照されたい。

8) oplaten (AVでは resignare)の語は、前出レーン法16(=AV 1 .42)註・ 3で述べ

たように、「レーン法」では(少なくとも、圧倒的大多数の場合)、(所領を主君にH返

還する」の意味で用いられているから、このレーン法26・9においても、uドイ
ツ諾第2版jの著者が「第 1版Jの用語法を踏襲している限り一一前註・ 7を参照)、そ

れと同じ意味で用いられている、とまず想定しでかかるのが妥当であろう。しか

し、この条項の場合、こうした解釈には問題がないわけではない。この条項では、

前述・ 5で述べたように、「子の所領」として、「レーン」だけでなく、「アイゲンj

も問題になっており(言うまでもなく、「アイゲンjは「自存地Jであり、それを封与し

た「主君jは存在しないから、「アイゲンJを[主君に返還する」ことはありえない)、し

かも、直前の sattungeの語については、むしろ(主に)rアイゲン」のことが問題
になっている、と考えられる(前註 ?を参照)からである。さらに、この解釈に

は、次のような問題もある。すなわち、 wereないし gewereの語は、それがレー

ンについて「占有権」ないし「占有のための権原」という含意をもっ場合、(この箇

所以外では)すべて(所領を授封された)家臣が主君に対しでもつ「権利」を指して

いるのに対し、この箇所だけは、(それが否定態の文章の中で用いられ、所領を返還さ

れた主君が「子jに対して rechtegewereをもつことはない、とされてはいるものの)、主

君が家臣との関係においてもつ「権利」を指して用いられている、という問題が

それである。(さらに、こうした問題を念頭に置きながら考えてみると、そもそも「子J

が未成熟の問に(主君から授封された)所領を主君に返還することがあるのか、という疑

問さえ浮かんでくる。「子Jが求めなければ、主君は「子」が成熟に達するまで所領を授封

しないでおくこともできるのだからー一一前出レーン法26・1=AV 1 . 65の「子Jの「年

期j、および、前出レーン法26・5=AV 1・69・b、1・70、1・71・aを参照一一、

「子jがもし主君に所領を「返還jすることを望むのであれば、はじめから「授封jを求め

ることはなさそうに思えるからであるんこれに対して、「子の所領Jが「アイゲンJ
である場合には、「子」が未成熟の聞に当然それを誰かに「譲渡するJことはあり

jヒ法52(4・323)1341
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うるから、この条項の oplateneの語によって著者が問題にしているのは「アイゲ

ンの譲渡J(だけ)である、と考えれば、上述のような問題は白ずから消滅する。

しかし、その場合、次の(同じく「ドイツ語第2版Jで補足された)レーン法26・10

で、 oplateneの語が紛れもなく(主君に所領を「返還する」という意味で用いられてい

ることとの関係が気に懸る。上掲・邦訳で、 oplateneの諮を(一応)i返還」と訳した上

でi(譲渡)Jという補訳を加えたのは、以上のことを考えたからである。いずれ

にせよ、この「返還J(ないし、譲渡)についても、「子Jとi(法定)後見人Jが問題

になるので、その点をも含めて、さらに後註・ 11を参照されたい。

9) rechte gewere (= r適法な、ないし、法定のゲヴェーレJ)の概念については、前出レ
ーン法13・1(=AV1・103)、特にそれへの註・ 7を参照。なお、併せて後註・

11をも参照されたい。

10)この「彼Jは、冒頭(註 2の箇所)で nernan(なんぴとも)と言われている者のこと
であるが、前註・ 6~8 で述べた私見を前提にすれば、「授封」ついては「子の家

臣」、「質入れjについては cr子の家臣Jをも含む)i質権者」、「返還」については「子
の主君J(ただし、アイゲン「譲渡Jについては「譲受人J)、ということになる。

11)ここまでの所で最も注目されるのは、「子」が所領についての rechtegewereをi(所
領を授封、質入れ、返還(ないし、譲渡)する)以前 (er)からjもっており、しかも

それが「子」に「相続された」ことが明記されていることである。それによって、

(前註.6で述べたように、「レーン」であれ「アイゲン」であれ)ある所領について

rechte gewereの権利をもっていた前の持主(最も多くは、父)が死亡した場合、そ

の「相続人J(最も多くは、子、それも「レーンJについては「封相続人Jである息)は、

所領そのものやそれについてのはe)wereの権利だけでなく(前出レーン法6・1= 

AV 1・24をも参照)、ほかならぬ rechtegewereの権利をも「相続」することが判る

からである o(この点については、後出レーン法37.1に姿を見せる ervelenの概念、お

よび、レーン法37・3(AV 1・93)のrechtewereに関する命題とも関係する一一石川

「ゲヴエーレJ、163頁を参照)。また、「子Jが彼に「相続Jされた所領を「授封」した
り「質入れ」したり「返還J(ないし、「譲渡J)すれば、「子」は(近代法の意味では)

所領の「占有」を誰かに委ねたり譲ったことになり、自らはそれを「占有J(支

配)していないことに注意されたい。それにもかかわらず、「子」から所領を(r授
封jなどによって)与えれた者は、(たとえそれを I年と l日ないし 6週と l年「占有j

していても)それについて rechtegewereを取得することはなく、所領を与えた(し

たがって、それを「占有Jしていなし、Ji子Jのrechtegewereは破られない、というの

である。この場合、(f子Jのもつ)rechte gewereが(事実としての)所領についての

(いざとなればそれを取り戻すことができるという)i権利」であることは明らかであ

ろう。

なお、未成熟の「子jに一一所領の「占有」を欠いていても一一(そうした)

rechte gewereの権利が認められるのは、「子」が成熟に達した時、未成熟の関に行

北法52(4・322)1340



ザクセンシュピーゲル レーン法邦訳 (6) 

った法的行為を取り消すことができるからである、と思われるが、そのことにつ

いては次のレーン法26・10、註.6と7で述べることにして、ここでは、そのこ

とに関連してむしろ次のことを指摘しておきたい。すなわち、未成熟の「子」は

r(法定)後見人jをもっており、 r(法定)後見人Jは「子」の所領について (ge)were 
to (rechter) vormuntscap (= (法定)後見人と，しての地位にもとづくゲヴェーレ=(言わ

ば)管理権)をもっている(ラント法 1・32・1、および、後出レーン法74・lを参照)。

したがって、「子Jが未成熟の問、(特に後見人にアンゲフェレ=所領収益取得権が授封
された場合は)、「子Jに授封された所領をu子j自身ではなく)他の者が(現実に)
「占有J( 支配)しているという実態は、「子」と r(法定)後見人jの問にも成立し
ている、ということがそれである。したがって、前出レーン法26・7とのつなが

りから言えば(同条への註・ 15を参照)J、このレーン法26・9においては、 r(法定)
後見人jについても、(冒頭(註 2 )の箇所の nemanの諾に直接に含まれてはいなくて

も、それらの者と同様に)、(そのr(法定)後見人の地位にもとづくゲヴェーレjにもか
かわらず)、「子の所領」について rechtegewereの権利を取得したり「子」のもつ

rechte gewereの権利を破ることはない、ということが、当然のこととして前提さ

れていると解さなくてはならないであろう。

12) この「それが不法に相続された者」が具体的に誰を指すかは、「子の所領」が「ア

イゲン」である場合(前註・ 5を参照)については容易に見当がつくのに対して、

それが(亡父のHレーン」である場合については、すぐには思い浮かばないかも
知れない。「ラント法」には(アイゲンをも含む)遺産の相続順位に関して明確な準

則があり(ラント法 1・3・3、1・17・1)、したカfって、この件の mitunrechte 

の語は、「そうした準則に反して、先順位の者がいるのに後順位の者がそれを差

しおいて(相続する)Jという意味に解しうるのに対して、レーン法上、家臣の封

相続人たりうるのはその「息」に限られる(前出レーン法21. 3を参照)から、相続

順位の(ことだけを考えると、それにかかわる上述のような)問題は生じえないので

はないか、と思われるからである。しかし、相続 (JQ則的に関する上記の準則は、

「子J(ないし、「直系卑族J)が被相続人(最も多くの場合、父)と「同等出生身分」で

あることを前提している(ラント法1・3・3、1・17. 1参照)のであり、レーン

法上も、(亡)父のへールシルトを継承しうるのは、父と「同等出生身分jの息に

限られる(前出レーン法21・1を参照)。したがって、たとえば(実は)父と同等出

生身分でない息が、父と同等出生身分の弟が未成熟の簡に(そのことを伏せて)(亡

父の)所領の授封を受け、その後、弟が成熟に達した時、そのことを指摘して所

領の授封を求めた場合、父と同等出生身分でない兄への授封は「不法J(=相続に

関する準則に反するもの)として取り消されることになるはずである。

26・1Q1) しかしながら、人(=家臣)は(彼に)封与された所領を(主君で

北法52(4・321)1339 
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ある未成熟の)子2) に、彼(=主君である子)がそれ(=所領)をもう一人の者(=

家臣)に封与する、という条件で返還する(ないし、した)(oplet)31場合、彼(=

主君である子)カfそのとき(=未成熟の間に)2)それ(=所領)を(その条件通りに、

もう一人の家臣に)封与し、そして彼(=主君である子)が成熟に達する(ないし、

達した)時に(ないし、後も)、4) それ(=その条件)を固く守る (stedehalt) 5) なら

ば、その(もう一人の家臣に対する)授封は適法 (recht)(ないし、法的に有・効)で

ある。6) しかし、(主君である)子が、彼(=子)が成熟に達する(ないし、達した)

時、4) その(もう一人の家臣に対する)授封を適法に (mitrechte) (=法の定める手

続に従って、具体的には、法廷で判決をもって)破る(=取り消す)ならば、7)それ

(=所領)を返還した (gelatenhevet)8)者がそれ(=所領)を(取得、ないし)保持

すべきである、けだし彼(=所領を返還した家臣)は、人(=主君である子)がそ

れ(=所領)をかの者(=もう一人の家臣)に封与するという条件で返還する(な

いし、した)(Iet) 8)-9)のであって、そうで(=その条件が)なければ(そう)し(て

い)ないからである O それゆえに、人(=主君である子)が当時行った(もう一人

の家臣に対する)授封が適法に (mitrechte) (=法の定める手続に従い、法廷で判決

をもって)破られる(=取り消される)場合は、かの者(=所領を返還した家臣)が

当時行った(所領の)返還 (datlaten) 8)もまた破られる(=取り消される)、けだ

し彼(=その家臣)はそれ(=所領)を、彼(=主君である子)がそれ(=所領)をか

の者(=もう一人の家臣)に封与するという条件がなければ、返還し(てい)ない

(nicht ne let) (ないし、返還しなかった)8)からである。〕

1)この条項も、前出レーン法26・9と|司じく、「ドイツ語第2版jで補足されたもの

である。

2 )この「子Jが「未成熟J(=満12歳未満)であることは、後註・ 4の箇所から明らか

になる。

3) oplatenの語については、}市出レーン法16(=AVl・42)、註.3および、直前の

レーン法26・9、註.8を参照。

4 )前註・ 2、および、後註・ 6を参照。

5 )この箇所のstedehaldenの語は、後段(特に註・ 7の個所)と比較することにより、

具体的には、(主君である)I子」は未成熟の問に行った「授封」を、彼が成熟に達し

た時にも取り消さずに、また改めてその所領を「授封」しないで、以前の「授封」

をそのまま維持・継続する、という意味であることが判るであろう(次註・ 6、お

よび、後註・ 7を参照)。なお、(アイケ以後の補足にかかる条項であるが)、後出レー
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ン法31. 2のstedehaldenの語も、これと(基本的には)同じ用法である、と思わ

れる(後出向条への註・ 4、および、石)11["へールシルト制J(2)、59-60頁、註.105 

を参照)。

6 )ここまでの前段は、直前のレーン法26・9とのつながりから、未成熟(=満12歳

未満)の「子」が、ある家臣から別な家臣に封与することを条件にして li亙還」さ

れた所領を、その条件通りに別な家臣に「授封」し、「子Jが成熟(=満12歳)に達

した時にもその「条件Jないし(別な家臣に対する)I授封」を(取り消さないで)r固
く守るJ(=ひきつづき維持・継続する)ことは、前出レーン法26・9で述べられて

いたげなんぴとも子ーが未成熟の聞にレーン法上子に帰属した所領について、(それを)授

封(されること)によって rechtegewere (の権利)を取得し、それによって子の(もつ)

rechte gewere (の権利)を破ることをえないjという)原則に抵触しない、ということ

をはっきりさせたものと解されるが、その際、「子」は成熟(=満12歳)に達した

時に彼が未成熟の問に行った(他の家臣に対する)I授封Jを「破るJことができる、
ということが(暗黙に)前提されていることに注意されたい。(ただし、「子」が成熟

に逮した時に「破る」ことができるのは他の家臣に対する「新たなj授封であって、たと

えば、ある家臣が死亡した際、その封相続人が希求した亡父の所領が[授封jされる場合

は、一一前出レーン法26・9に明らかなように、封相続人には所領についての rechte

gewereの権利も「相続jされるから一一、ここで言う「授封jの中に含まれない、と思わ

れる)。因みに、 (AVに対応条項がなく、「レーン法jで補足されたと目される)後出

レーン法31・lは、家臣が妻のために「成熟に達した息たちの同意を得てJ所領

について一期分を設定できる旨を規定しているが、(それらの子=息たちは、主君と

同様、(将来)母の一期分を破りえないのに対して)、「未成熟の問に」同意した子は「そ

れを破ること沙fできるjとしており(後出向条のほか、石川「へールシル卜制J(l )、

59頁を参照)、また、「ラント法jにも、たとえば「未成熟の聞に」修道士にされた

子は、「未成熟の聞は」修道院から「去ることができ、レーン法およびラント法

(上の能力)を取得する(ないし、取り戻す)J (ラント法1・25・2)、という規定が見

られる。つまり、「子」は、 Hij主に)未成熟の間になした法的行為を(["未成熟の問J

であれば、ないし、「成熟に達した(直)後Jには)取り消すことができた、と考えら

れる。このレーン1去26・1O(および、直前の26・9)も、そうした原則に照応した

もの、と言えるであろう(前出レーン法26・1 註 11を参照)0 ひきつづき次註・

7を参照されたい。

7 )ここで最も注目されるのは、「子が成熟に達する(ないし、透した)時、その(もう

人の家臣に対する)授封を適法に (mitrechte)破る」、とされていることである。

この mitrechteの語は、補訳を施しておいたように、日去の定め(る手続)に従っ

てj、具体的には、 r(レーン)法廷で判決をもってjという意味である、と思われ
るが、 milrechteの諾をどのように解釈するにせよ、それによって、子が成熟に

達した時(おそらく、その直後)に、未成熟の間になした法的行為(この場合、もう
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一人の家臣に対する授封)を「適法にJ取り消すことができる、という(前註.6で

述べた)原則(の存在)が、それによって確認できるからである。

8)こ(れら)の箇所の latenの話は、文脈上、疑問の余地なく oplatenと同義に用いら

れている。前註.3の箇所、および、(そこでも挙げた)前出レーン法16(=AV 1 

・42)、註.3を参照。ただし、註.9の筒所については、ひきつづき次註を参

照されたい。

9)この箇所、「テキストJ(Text， S. 50)では liet，Ho.， 112 (S. 199)では litとなっている

が、 Ho.，II 2 (S. 199， Anm. 52)によれば、異本では letとなっているものもあり、

(lietや litでは窓味がよく通じないので)(ほんらい)let (と書くべきであった)と解して、

上掲のように訳しておいた。

225 

26・111) (主君である未成熟の)子2) が彼の家臣たちにレーンj去を行うこと

(Ienrecht to dunde) (=家臣たちが授封を求めた所領を授封すること)3) をt巨む(な

いし、拒んだ)場合は、4) 彼(=子)が彼の成熟(=満12歳)に達するや(=達した

直後に)、5)彼等(=家臣たち)は直ちにそれ(=所領の授封)をもう一度(改めて)

希求しなくてはならず、さもなければ彼等(=家臣たち)は(主君である)干に対

して年期を慨怠する(ないし、年期の慨怠により所領を失う)(ことになる)06) 

1 )この条項は、 AVに対応条項がなく、「レーン法」で補足された(と目されるもの)

である。ただし、「ドイツ語第 l版Jで前出レーン法26・7と26・8の両条項が補
足された後(それぞれの註・ 1を参照)、「ドイツ語第2版」でさらに前出レーン法

26・9と26・10の荷条項が補足されている(それぞれの註・ iを参照)。したがって、

このレーン法26・11は、「ドイツ語第 I版」では、もともとレーン法26・8の直後

に位置していたことに注意されたい。

2 )この場合、「子」が「未成熟」であることは、後註.5の箇所から確認することが

できる。

3) lenrecht dunの語については、前出レーン法 2・6(=AV 1・7)、註・ 7、レー

ン法26・7、註.5、および、石川I1ラント法とレ~ン法」、 1618~20頁を参照。

なお、この場合、この条項の末尾(後註・ 6の箇所)で、 1(家臣たちが)年期を僻怠
する(かどうか)Jが問題になっているから、(少なくとも主に)(未成熟の)r子Jが(亡
父の死亡により、亡父に授封されていた)所領の授封を受け、(亡父の)r家臣たち」が
「子」に「授封更新」を求める(ベき)場合のことが扱われている、と解される。ひ

きつづき次註・ 4を参照されたい。
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4 )この件には、なぜ(主君である)r子」が、この場合、家臣たちに「授封(更新)Jを
拒んだ(ないレ、拒みうる}のか、という問題が伏在している。前出レーン法26・

1 (=AV1・64、1・65)によれば、「子jが主君から(亡父に授封されていた)所領

を受領すべき「年期」は、「子」が成熟(=満12歳)に達した後 r6週と l年」である

から、未成熟の「子Jはそれまでの問主君から(亡父のものであった)所領の授封を
受けていないこともあり、前出レーン法25・4(=AV 1・62)によれば、「いかな

る主君も、それが彼自身に封与される前に、所領を封与することをえない」から、

まだ所領の授封を受けていない(未成熟の)r子jがそのことを理由に家臣たちの
「授封(更新)Jの求めを拒むことは、それ自体としてはありえないことではない。

しかし、その場合には、同じ条項に、「家臣の年期は、主君が(家臣の)受領すべ

き所領を(上級主君から)授封された時に始まる」と明記されており、このレーン

法26・11のように、「子Jが成熟に達し(て上級主君から所領を授封され)た時に家

臣たちがすぐに(改めて)授封(更新)を求めないと「年期を悌;怠するJ(後註・ 6の
館所)、ということにはならない。したがって、このレーン法26・11でA扱われて

いるのは、前出レーン法26・5以降の諸条項で述べられているのと同じく、「子j

が「未成熟の向にJ授封されており、u年期jの始まった)r家臣たち」が所領の「授
封更新」を求めてきたのにそれを拒んだ場合、と考えなくてはなるまい。そうだ

とすれば、(未成熟の)r子」が家臣たちに(自らは授封を受けた)所領の(又)授封を
拒みうる理由は何か。この疑問については、「ドイツ語第 1版」ではこの条項の直

前に位置していた前出レーン法26・8において、「子Jがアンゲフェレ(=所領収

益取得権)を授封されていない限り、「子」は(主若から誰に)授封された所領を(具

体的に)申し立てる義務がない、と述べられていたことを惣起する必要があろう。

このことは、この場合「子」が所領を(まだ)実効的に「占有J(・支配)していない

ことにもとづく、と考えられるが(同条への註.7を参照)、このレーン法26・11

における授封(更新)の拒絶も、(後註.6で述べるように)(f子Jが成熟に達するまで

という)r暫定的」な性格をもっていることを考えると、その理由は、レーン法26
. 8の場合と同じく、「子」が (7ンゲフェレを授封されておらず)(まだ)所領を実効

的に占有・支配していない、という点に求められるのではないか。なお、後註・

6を参照されたい。

5 )前註・ 2を参照。念のために一言すると、「子」が「成熟に達した時」、(子がそれ

までアンゲフェレを授封されていなくても)、(主君または後見人のもつ)アンゲフェレ

(=所領収益取得権)は終了し(前出レーン法26.3 = AV 1・69・a、および、レーン

法26・7を参照)、「子」は所領を実効的に占有-支配することになるから、「子」

が未成熟の問、家臣たちに「授封」を拒んだ理由は消滅している(はずである一一

前註・ 4を参照)。

6 )このcr彼が彼の成熟に達するや…J以下の)後段でまず注目されるのは、(未成熟の)
「子」が家臣たちによる授封の希求を拒んだ場合、「子Jが成熟に達するまで家住
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たちの所領が失われていないことが前提されている反面、家臣たちには「子が成

熟に達した直後に」改めて授封を希求すべきことが求められている、ということ

である。このことによって次のように推定することができるであろう。「子Jは、

未成熟の間に授封を求められた時、「自分が成熟に達する時までは(所領を実効的

に占有・支配していないので一一前註 4を参mO授封できない(あるいは、それまで

待て)Jという意味のことを述べて、授封を拒んだ。この場合、家臣たちは(たと

え拒まれたにせよ)所領(の授封)を「希求」したことによって彼等の「年期Jを「延
長した」ことになる(前出レーン法22・5を参照)。ただし、この場合、「年期」は「子

が成熟に達する時まで」しか「延長」されていないので、家臣たちは、「子Jが成

熟に達した時、「直ちに」改めて所領(の授封)を「希求」しなければ、彼等の「年

期」を悌Iましたことになるのではないか。一一以上のような推定がそれで、ある。

なお、以仁のような私見は、「ドイツ語第 l版」における(そこでは直前に位置し

ていた)前出レーン法26・8とのつながりを重視したものであるが(前註・ 4を参

照)、アイケ以後「ドイツ語第2版」で、レーン法26・8とこのレーン法26・11の

伺に、前出レーン法26・9と26・10の両条項カf補足されたことで、このレーシ法

26. 11は、それとのつながりで、次のような合意をももつことになっているので

はないか、とも考えられる。すなわち、①「子jが未成熟の問に所領の授封を拒

めば、家臣たちが所領について「授封Jによって rechtegewereの権利を取得する
可能性はないから、それはむしろレーン法26・9の趣旨に叶うのではないか。⑥

レーン法26・10では、「子」は、成熟に達した時、未成熟の聞に行った法的行為を

取り消す(あるいは、是正する)ことができる、とされているから、このレーン法

26・11も、それとのつながりをもつのではないか。しかし、これはいずれも「誤

解」にすぎない。③「子jは一般に未成熟の問でも、主君から授封されれば、自

分の家臣に授封することができる。このことは、前出レーン法26・6(=AV1・

71・b)によって明らかなだけでなく、ほかならぬレーン法26. 10にもその事例

が挙げられている。⑥そのレーン法26・10も、厳密に言えば、「子」が成熟に達

した時、未成熟の問に行った(授封の「拒絶jではなくH授封」を一一それも、そ

の全部ではなく、新たに行われた授封(同条への註・ 6を参照)など、その一部

を一一ー耳1り消す(ないし、撤回する)ことができる、とされているにすぎない。た

だし、レーン法26・9と26.101土、そうした「誤解」ないし「紛れjを生むほど、

このレーン法26・11と近い関係にあったからこそ、この条項の直前に補足された

ことは確かであろう。

226 

27・111 a)息をもつある家臣が、彼が彼の所領を受領すべき(=所領の授封
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更新を新しい主君に求めるべき)年期内に、2) 死亡する(ないし、した)場合、そ

のことによって息から所領が遠ざけられた (gevernetis) (=失われた)ことには

ならない、たとえ彼(=息)の(亡)父がそれ(=所領)を(まだ)受領していな

かったとしても、a) b)彼(=息)自身も年期を熔怠したのでない限り oNJ)

AVl・72.b (前段)I) a)息をもっ家臣が、もしレーンに関する(ないし、

レーンの授封更新を求めるべき)彼の期限(ないし、年期)内に(infrasuum be-

neficialem t巴rminum)2)死亡したならば、それまでに(彼が)レーンを(まだ)

受領していなくても、息が(その)レーンを欠いた(ないし、失った)ことには

ならない。a)

1 )前出レーン法26・7から26・11まで AVに対応条項のない条項を「補足」してき

た「レーン法Jは、ここから再びAVにおける叙述の流れに沿った記述に戻る。
2 )この「家庄が彼の所領を受領すべき(ないし、レーンに関する彼の)年期」は、具体

的には、(少なくとも主に)王君に異動があって(特に、主君が死亡してlr家臣が新

しい主君に授封更新を求めるべき年期jを指す、と解される。(たとえば、家臣が主

君に所領を返還してそれを円lき戻す」べき年期もそれに含まれる可能性もあるが、次の

レーン法27・2=AV 1・72・a(後段)では、同じく主君が死亡しーーさらにその息ま

でも死亡しーーた場合が扱われていることとのつながりから見て、そのケースには言及

されていない、と解するのが妥当であろう)。

3) b -bの件は、 AVに対応箇所がなく、「レーン法」で補足された(と目される)も

のであるが、それによって、この条項の論旨がさらに具体的ないし厳密になって

いることは明らかであろう。(すなわち、 AVでは、「息が(父の)レーンを欠いたこと

にならないj、とされているだけで、 f庄が(新しい主君に)授封を求めるべき期限につい

ては言及されておらず、彼自身も r(亡)父の(もっていた)年期J(=主君の死後、 6過
とl年)内に授封を求めなくてはならない、と受け取られる余地が残っているのに対して、

「レーン法Jでは一一特に「彼(自身)もJ(he ok)の語とによって一一息が父の死亡後

(新たにJr彼(自身)の年期Jをもっ、つまり、父の死亡後 r6週と 1年」以内に授封を求

めればよい、ということが明確になっている)。

27・2 a)また、ある主君の息が、家臣たちが彼(=主君の息)からく彼等の〉

所領を受領す(=所領の授封更新を受ける)べき年期内に、1)死亡する(ないし、

した)場合にも、2) b)彼等(=家臣たち)は彼等の所領を、どこであれそれ(=所

領)が行きつく先まで追い求める (volgen)(=誰であれ所領が帰属する者にその授
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封更新を求める)のことになり、b)-4)そのことによって(=主君の息が死亡し、家

臣たちがまだ授封更新を受けていなかったからといって)(彼等に対して授封史新を

拒む新しい主君に)敗訴する (verluset)(そして、それによって彼等の所領を失う)5) 

ことはない。a)

AVl・72・b (後段) a)同じように、ある主君の息が彼の家臣の(=家臣

が授封更新を求めるべき)期限内にJ)死亡した場合にも、z) 家臣が(その)レー

ンを(判決をもって)剥奪(ないし、否認)されることはない (abiudicetur)05)心

1 )この筒所、「レーン法」では、「ある主君の息Jが死亡するのは、 (AVのように、単に
「家臣たちの年期内に」ではなく)、「家臣たちが彼(=主君の息)から所領を受領すべ

き年期内に」と明記されていることによって、この条項が、(息をもっ)主君が死
レーン

亡して家臣たちがその封相続人である息に対して「年期J(6週と l年)内に授封更
新を求めるべき場合にかかわる、ということが (AVより)はるかに明確になって

いる。ひきつづき次註・ 2を参照、されたい。

2 )ここまでの所を、前出レーン法27・1(=AVl.72・b.前段)の冒頭、書き出し

の文と比較することによって、次のことがはっきりするであろう。すなわち、レ

ーン法27・lと27・2は、いずれも、主君が死亡して家臣がその息に授封更新を

求めるべきケースにかかわり、 27・1は、その場合、さらに家臣が(主君の息に授

封更新を求めるべき)年期j内に死亡したケースを扱っているのに対して、この27・

2は、(家庄が授封を求めるべき「年期j内に)主君だけでなく「主君の息」までも死

亡したケースをf及っている、いうことがそれである。前出レーン法27・1=AV 

1 .72・b(前段)、註・ 2を参照。

3) volgenの諸については、前出レーン法2・6(=AV 1 ・7)、註 .3、および、レ

ーン法15・2、註.2を参照。なお、ひきつづき次註・ 4をも参照されたい。

4) b -bの件は、 (AVに対応箇所がなく)、「レーン法」で補足された(と目される)も

のであるが、前註.2で述べたように、この条項は(主君が死亡して家臣がその息

に授封更新を求めるべき「年期J内に)I主君の息Jまでも死亡した場合にかかわるか

ら、「所領が行きつく先Jは、(1主君の息Jがすでにその「息」をもっていれば)I主君
の息の息」ということもないわけではないが、多くの場合(1主君の息jはまだ「息j

=封相続人をもっていないと考えられるから)、その所領について(上級主君から)ゲ

デインゲが封与されていた場合はそれを封与されていた者(=上級主君の家臣)(前

出レ}ン法6・2=AV 1・25を参照)、ゲデインゲが封与されていなかった場合に

は、上級主君(=息の王君)または上級主君が新しい主君として指定したその家臣

ということになる(前出レーン法6・2=AV 1・25、レーン法15・2、レーン法25・
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1 =AV 1・57、1 . 58を参照)0(なお、このヒ級主君による新しい主君の指定と(前記)

ゲデインゲ(および W町dunge=待機権)が封与されていた場合との関係については、前出

レーン法 7. 5，註・ 3を参照を参照されたい)。このb-bの補足が、 AVの後段

(註・ 5の箇所)で「家臣がレーンを剥奪されることはない」と言われていることが

具体的に何を意味するかを明らかにするためのものであることは、改めて指摘す

るまでもあるまい。ひきつづき次註・ 5を参照されたい。

5) verlesen (= verlieren)の諾は、(この場合、実質的にはr(新しい主君に授封更新ないし
別な主君の指定を拒まれて)彼等の所領を失うJという意味であることは言うまでもない

が)、前出レーン法14・4、註・ 7で指摘しておいたように、(この条項のように)

目的語を伴わない場合、「敗訴する」という意味で用いられるにとが多い)。この

条項の場合には、 AVの対応箇所でabiudiceturの語が用いられているので、 ver

lesenの語もそうした(裁判ないし訴訟手続にかかわる)合意をもって用いられてい

る可能性が大きい。ただし、この箇所のAVの叙述は簡略にすぎ、家臣から所領

を「剥奪するjのは誰なのか、直ちには理解できない。そこで「レーン法」では、

b-bの箇所を補足して、この場合、家臣たちが授封更新を求めるのは「新しい

主君Jであることを明らかにしたもの、と思われる(前註 4を参照)。家臣に対
する授封は、繰り返し指摘してきたように、一般に、裁判の(少なくとも、それに

準じた)手続で行われるから、その補足によって、家臣たちが「敗訴Jし(て授封
更新を拒まれ、あるいは、所領を剥奪され)うるのも、「新しい主君」との関係におい

てであることが明確になっている。なお、 r(=主君の息が死亡し、家臣たちがま
だ授封更新を受けていなかったからといって)Jという補訳を施したのは、直前

のレーン法27.1とのつながりを重視し、そこで述べられていることに準じて、

家臣が授封更新を求めるべき年期中にそれを求める相手=主君の息が死亡すれば、

それまでに授封更新を求めていなかった家臣にも、その時点から新たに「年期」

が認められる、と理解した上でのことである(前出レーン法27・l=AVl'72・b. 

前段、註・ 3を参照)。

227 

28・ a)主君は家臣の(=家臣に封与している)所領を、彼(=主君)がそれ

(=その所領)を一人以上(=複数)の主君(=家臣にとっては上級主君)から授封

しているj)のでなければ、 b)(その一部を彼の主君=上級主君に)返還(すること)

(latene)によってb)'2) 分割しではならないoa} c)彼(=主君)が、しかし、法(の

定め)に反して (wederrecht) d)それ(=その所領の一部)を(彼の主君=上級主君

に)返還する(Jet)(ないし、した)2) ならば、d).3)小さな方の部分は大きな方(の
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部分)に従うべきである。c)

AVl・73 a)主君には、家臣の(=家臣に封与している)レーンを分割する

ことは許されない、主君が(それを)複数の者(=主君、家臣にとっては上級主

君)から受領していた場合1)を除いて。al.21 AV 1・74 clしかしながら、

法(の定め)に反して (contraiustitiam) (それ=家自のレーンが)分割される(な

いし、された)ならば、小さな方の部分は大きな方(の部分)に従うべきであ

る。3)'c) 

1 )つまりこの場合、主君は、一人だけの主君(=上級主君)の家臣であるのではなく、

同時に複数の主君(=上級主君)の家臣である O こうした「二重(ないし、後数)家

臣関係J(Doppelvasallit証t)については、後でレーン法46・2=AV 1・110を参照

されたい。

2 )この b-bの件(原文は mitlatene)は、 AVに対応箇所がなく、「レーン法」で補

JEされた(と目される)ものである。もしAVのようにこの件がないと、いかに

も舌足らずと言うほかなく、主君が家臣の所領を一人の主君(=家臣にとっては、

l二級主君)から受領している場合と一人以上の主君(=上級主君)から受領してい

る場合とで、家臣にとってどのような違いがあるのか、あるいは(具体的には)、

なぜ後者の場合には家臣の所領の「分割」が認められるのに前者の場合にそれが

認められないのか、さらに、そもそも家臣の所領の「分割」とは具体的にどうい

うことであり、また、なぜその「分割」が起きる(ないし、行われる)のか、といっ

た疑問が(次々と)生まれ、容易にそれを解くことができないであろう。それに対

して、「レーン法」では、この mitlateneのI吾を付け加えただけで、こうした疑問

がすべて氷解している。すなわち、たとえば主君 .Aから家臣 .Bに封与された

所領が、一部はAにAの主君・ Cから、他の一部はAのもう一人の主君 .Dから

ます与されたものである、とする。この場合、 AがCまたはDから封与された部分

を(それを封与した)CまたはDに返還することはできる。それによって、 Bの所

領の一部は上級主君・ CまたはDの手に戻り、残りの部分はBの手にそのまま

(Aから封与された所領として)残る。 Bは(すぐ後のレーン法28・2、註.3でも述べ

るように)、この場合、 CまたはDに返還された部分の授封更新を求めることにな

るから、いずれにせよ、それまでAだけから封与されていた所領が「分割Jされ
て、 Aと上級:i=.君 (CまたはD、あるいは、 CないしDの指定した「新しい主君J.E) 

というこ人の王者から封与・された二つのレーンをもつことになる。このことを前

提して、このレーン法28・lは、 AがBに封与された所領を、 Aが一人の上級主

君(たとえばC)だけから受領していた場合は、 Aはその一部だけをCに返還して、
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(この場合にも、 Bは少なくともその部分についてはCに授封更新を求めることができる

はずだから)、 BがそれまでAから封与されていた(一つの)所領を (AとCから封与

される)二つの所領に「分割」する(ないし、させる)ことは許されない、とするも

のである。(その理由は何か。 Bの所領がAにCとDから封与されていたものである場合

には、たとえばAが封相続人なしに死亡したり、あるいは、 Bの所領をすべてCとDに

返還した時、 BはCとDにその授封更新を求めなくてはならず、その意味では、 Bの所

領はもともと(二人の上級主君に属する)二つの部分に「分割jされて(おり、それに伴う

不安定さはもって)いた、と言える。こに対して、 Bの所領がAにCだけから封与されて

いた場合には、それが (AとCというこ人に属する)二つの部分に「分割」されるという

事態(および、それに伴う不安定さ)は、 Aがその所領の一部を返還することによっては

じめて生まれるので、それを認めればBの「権利Jを損なうことになる、と考えられたか

らではないだろうかー←この点については、次のレーン法28・2、註・ 2で述べること

をも参照されたい)0 mit lateneの語を補っただけで(その理由まではともかく)上述

したようなことが容易に推定されるとすれば、これが「レーン法」における (AV

の)r改善」の好個の一例であることは明らかであろう。なお、 lateneの諾は動詞
latenの不定法を名詞として用いたのであるが、 latenの語については前出レーン

法16=AV1・42、註.3を参照されたい。

3 )この d-dの件も、 AVに対応箇所がなく、「レーン法jで補足された(と目され

る)ものであるが、それによ(り、前註・ 2で述べた b-bの箇所とも相侠)って、 AV

(j • 74)では単に「小さな方の部分は大きな方に従うJと述べられていたため、
その具体的な意味が判然としなかったのに対して、具体的にどのような事態を念

頭において何を言おうとしているのか、はっきり判るように「改善jされている。

すなわち、家臣 (B)に主君 (A)から封与されていた所領が、 Aにその主君 (C)

だけから封与されたものである場合には、(レーン法28.1の前段で述べられている

ように)Aはその一部だけをCに返還してBの所領を「分割jすることは許されな

い。それにもかかわらずAがにの規定に反して)Bに封与していた所領の一部を

Cに返還した場合には、返還された部分の方が大きければ、残りの小さな部分も

(それとともに)Cに返還されたことになり、逆に返還された方が小さければ、そ

れも(残りの大きな部分とともに)家臣 'Bの手に留まることになる、というわけ

である。このうち、特に後の場合について、「レーン法」ではさらに次のレーン法

27・2が「補足」されている(し、前の場合についても、同条への註・ 3で関説する)

ので、ひきつづきそれを参照されたい。

28・21) 主君が、彼が一人の主君(=家臣にとっては上級主君)(だけ)から

受領している (hevet)彼の家臣の所領のうち(残った部分よりも)小さな部分を

(上級主君に)返還する(Iet)(ないし、した)場合2) には、それ(=所領の一部)を
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家臣は上級主君(から受領することになり、それ)以外のなんぴとからも受領す

る (untvan)ことを要しない。3)

1)この条項は、 AVに対応条項がないが、直前のレーン法28・I、特に「レーン法J

で補足された(と目される)b-bおよびd-dの箇所と比較することにより、前

条への補足をさらに敷{げするために、それらの箇所と向時に「レーン法Jで補足
された(と目される)ものであることが判る(前条への註・ 2と3、および、次註・ 2

を参照)。

2 )この件によって、この条項で扱われているのは、直前のレーン法28・1(=AV 1 

・74)で述べられている「主君が法に反して家臣の所領の一部を(上級主君に)返還

するJ(AV 1・74では「家臣の所領が分割されるJ)場合のうち、返還された部分が残

された部分よりも小さな場合である、ということを確認できる。ひきつづき次註

. 3を参照されたい。

3 )この条項の場合、直前のレーン法28・1=AV 1・74によれば、 cr小さな方の部分
は大きな方に従うJはずだから)、主君 .Aが(上級主君・ Cに)返還した「小さな方

の部分」は、返還されなかった「大きな方」と同じく家臣・ Bの手に留まるはず

である。しかしそれは、 Aの返還によって、(少なくとも〉表見的には上級主君-

Cの手に戻っている(し、 CはそれがAからBに封与された所領の「小さな方の部分」

であることを知らない場合も少なくないであろう)から、 Bは (Aではなく)Cに対し

てそれを取り戻すための手続を履まなくてはならない。その手続を補足したのが

このレーン法28・2である、と解される。

しかし、この条項を読むと、まず、次のような疑問が浮かぶのではないか。 B

が彼の所領の (AからCに返還された)I小さな方の部分」を取り戻すために、それ

をCから受領 (untvan)しなければならないとしたら、 Bの所領は (Aから受領して

いる「大きな方の部分jとCから受領する「小さな方の部分Jに)I分割」されることに

なるのではないか、という疑問がそれである。この疑問は、 AがCに(Bに授封

されている所領のうち)I大きな方の部分」を返還した場合のことを考えると、いっ

そう深刻なものになる。この場合にも、(この場合、前出レーン法28・1=AV 1・73

の規定に従い、「小さな方」もCに返還されたことになるから)、 BはCに士ずして(その

ことを指摘して)(Aから封与されていた)所領全体の「授封更新」を求めることにな

るはずであり、したがって、この場合にはBの所領が「分割jされるという事態

は起こらず、 Bにとっては、 AがCに「大きな方の部分Jを返還した場合の方が

「小さな方の部分」を返還したよりも有利である、ということになりかねないか

らである。

そこで、まず注目したくなるのは、このレーン法28・2で「それ(=所領のうち

小さな方の部分)を家臣 (B)は上級主君 (C)以外のなんぴとからも受領することを
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要しない」と言われていることであろう。一般に家臣が上級主君に「授封更新」

を求める場合は(したがって、 AがCに「大きな方の部分Jを返還してBがCに「所領全

体Jの「授封更新jを求める場合にも)家臣 (B)が上級主君 (C)に請うのは、上級主

君 (C)が自ら所領を家臣 (B)に授封するか、さもなければ、新しい主君 (D)を

指定するように、ということであり(前出レーン法25・1=AV 1・57を参照)、この

レーン法28・2によれば、上級主君 (C)は家臣 (B)に新しい主君 (D)を指定す

ることはできず、自ら授封しなけれは、ならないことになる。しかし、それだけで

は、 Bの所領が「分割」されるという問題は依然として解決されないままである。

そこで私は、今のところ、このレーン法28・2を次のように理解している。こ

の条項は、前述したように、家臣 (B)が上級主君 (C)に返還された彼の所領の

「小さな方の部分jを取り戻すための手続を説いたものである。そこでは、rBは
C以外のなんぴとからも受領する (untvan)ことを要しない」として、「レーン法」

では(特に gutを目的語とする場合)一般に r(家臣が主君から授封されて、ないし、さ
れた)所領を受領するjということを意味する untvanの語が用いられてはいるが、

BがCに求めなければならないのは、(少なくとも)法的には、(通常の意味での)r授
封更新」ではなく、 Aによる(r小さな方の部分Jの)返還が「無効」であるという
ことの「確認jである。したがって、 BがそれをCに「確認Jしてもらい、表見 k

Cに「返還」されていた「小さな方の部分」を untvan(この場合は、「受け取るjとい

う 般的な意味になる)しでも、(また、そのための手続が「授封更新Jに近い、ないし、

それに準じた形で行われでも)、 Bが取り戻した所領は、法的には、 (BがCから授封

されたものではなく)、依然としてBがAから授封されたレーンなのである、と O

それにもかかわらず、この条項で(前述したように)、一般には「授封されて(な

いし、授封された)所領を受領する」という意味で用いられる叩tvanの語が用いら

れているのはなぜ弘、。それは次のように考えられないか。すなわち、「それを家

臣は上級主君以外のなんぴとからも受領する (untvan)ことを要しない」という併

で著者の念頭にあったのは、家臣 (B)と上級主君 (C)の関係だけでなく、家臣

(B)と主君 (A)との関係も含まれており、家臣 (B)は主君 (A)が上級主君 (C)

に(Bの所領のうちII小さな方の部分Jを返還した場合、 BはCにそれが「無効J
であることの「確認」を求めなければならないが、そのことが「確認」されれば、

BはAからそれを改めて「受領するjことを要せず、 Bの所領は(全体として)Aに

よる「返還」以前の原状に復帰する、ということがそれである。(なお、以 kのよう

に考えると、この一文がCによる「新しい王君J(D)の指定を排除したものだとする前記

の見解が的外れであることは、いっそうはっきりするであろう)。

228 
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29・ a)また、家臣たちは、(彼等の主君が複数の息を遺して死亡した場合)、

彼等の所領を彼等の主君の息たちの(うち)一人以上の者から受領する

(untvan) II ことを要しない(=彼等の主君の息たちのうち一人だけから受領すれば

足りる)、たとえそれ(=家臣たちが受領すべき所領)が(上級主君から)彼等(=主

君の息たち)皆に(共同で)封与されていても。2)'a) b)しかしながら、上級主君

(de overe h巴町e)3) は、(家臣に)授封すべき主君(=息)たちがそのこと(=誰が

家12に所領を授封すべきか)について合意(に遠)しない場合は、彼(=上級主君)

が彼等(家臣たち)に誰(=どの息)を(新しい主君として)指定する (wise)4)か、

決めなければならない。b)'5) 

AVl・75(前段) a)また、家臣は一つのレーンを主君の息たちの(うち)

一人だけから受領 (suscipere)IIすべきである、たとえ(そのレーンが)複数の

者(=主君の息たち)に(共同で)封与されていても。2)'a) 

1) untvan (= suscipere)の語については、前出レーン法28・2、註・ 3を参照。

2) (復数の家臣による)共同授封=(いわゆる)I総手的授封」については、前出レーン

法 7 ・ 9 、 8 ・ 1 と 2 、および、後出レーン法32 ・ 1~4 を参照。

3 )この箇所では、 AVに対応箇所がないにもかかわらず、「上級主君jにdeovere 

he打巴の語が宛てられている(前出レーン法25・l=AVl，57、註.6を参照。そこで

述べたことを、このレーン法29・Iにおける用語法と併せて考えると、次のような可能

性もある。著者・アイケは、「レーン法Jを執筆するに当たり、はじめ AVに対応条項の

ない箇所では「上級主君jのことを言うのに deoverste herreの誌を用いていたが、レーン

法25・1では AVのsuperiordominusに応じて deovere heπeの語を宛てるようになり、そ

の後は AVに対応箇所がない場合にもその諾を用いた、という可能性がそれである。以

下の用例についてさらに検討したい)。

4) wisenの語つにいては、前出レーン法25・1(=AV 1・57)、註.9を、また、こ

の箇所の「補足」については、次註・ 5、および、後出レーン法29・2(=AV 1 

・76・b.前段)を参照されたし泊。

5) b -bの件は、 AVに対応箇所がなく、「レーン法Jで補足された(と目される)も

のであるが、この補足が(ここでも)上級主君との関係(具体的には、上級主君の又

家臣に対する関係ないし「権限j一一ーしたがって、レーン制のもつ Hierarchieとして機能

の強化)にかかわっていることに注意されたい。

29・2 a)また、主君も、一人以上の子たちに彼等の父の所領を封与する義
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務はない、いつであれ(子たちの)父が死亡する(ないし、した)場合はoa)b)子

たちの(父の所領の授封を主君に求めるべき)年期内には、そのこと(=主君が子

のたちのうちの誰に授封すべきか)は彼等(=子たち)の選択に任されており、主

君は誰であれ彼等(=子たち)が望む者に授封しなければならない。11 しかしな

がら、(子たちの)年期が過ぎた時は、21 そのこと31(=主君の子たちのうちの誰に

授封するか)は主君の選択に任されており、彼(=主君)は彼等(=子たち)のう

ち、それ(=父の所領)を法の(定め)に従って (mitrechte) (それまでに=年期内

に)41彼に希求していた (gesinnethebben)者(=子たち)の中から、彼が望む者

(を選んで、その者)に授封することができる。51も)

AVl ・75(後段) al反対に、主君は (AV1・76に続く AVl ・76・a

(承前) 家臣の息のうち一人61だけに授封すべきである、家臣が死亡し(複

数の息を遺し)た場合はoal AV 1・76・b (前段) bl息たちの(父の所領の

授封を主君に求めるべき)期限内には、(息たちのうち)誰が主君から(父の所領

を)授封されるべきかは、彼等(=子たち)の意向に任されるべきである。11

しかしながら、(息たちが)一致して一人の者(=息)を(所領の授封を受けるた

め)主君の許へ送らなかった (nontransmiserunt)場合は、21主君は彼等(=息

たち)のうち、(主君が)望む者に授封すべきである、彼(=息)の(授封を求め

るべき)期限内に法(の定め)に従い (secundumius) 41 (父の)レーン(の授封)

を(主君に)請うていた (petierit)者(があれば、その中から)051 .bl 

1 )この箇所、「レーン法」の原文中、 dat(=das)の語は、註 3の箇所のd瓜と同じ

く、(また、すぐに後述する AVの対応箇所との比較から言っても)、正しくは次のdat

(= das)以下の文(=dat de herre belene swelken 印刷lIen)にかかると思われる。

しかし、この箇所では、元になった(と目される)AVの文(= quis inbeneficietur a 

domino)に、 swelkense willenの語を補足しようとした結果、(たとえば、「次のこと

(すなわち)、主君が誰であれ彼等の望む者に授封すべきことは、彼等の選択に任されて

いるjなどと)忠実に直訳しでも、邦語としては釈然としないものが残る。そこで、

上掲・邦訳では、 AVの対応箇所をも参照して、敢えて dat(= das)の後に 1(=

主君が子たちのうちの誰に封与すべきかは)Jという補訳を加え、 dat(= das)以

下の文は「結果jのように訳してみた。また、後出の註.3 (-註・ 5)の箇所も、

それに平灰を合わせて邦訳しておいた。

2 )この箇所、「レーン法jの原文は Kumt主aver旦derjarestaleであり、この箇所の it
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を(子たちが主君から授封を受けるべき者として選んだ)子(=dat kint)と取り、この

箇所全体を I(その)子が年期を外れて(=年期が過ぎて)から(主君に授封を求めに)

やって来る(すなわち、年期内にはやって来ない)Jと解することも不可能ではない

と思われるが、ヒルシュとショットはいずれも (itは「時」を現わす非人称の代名詞

と取りII年期が経過(ないし、満了)してしまった(場合)Jと解している (vgl.Hi.. 

S. 134， u. Sch.， S. 279)ので、(一応)上掲のように訳しておいた。いずれにしても、こ

の箇所は、対応する AVの箇所で言われているように、(実質的には)r (息たちが)
一致して一人の者を主君の許へ送らなかった場合」であることには変わりがない、

と思われるからである。(なお、 AVはこの箇所でunnmnon transmiserunt ad dominurnと

いう表現を用いているが、 これと(基本的には)向じ表現=in aliumdominum transmIttant 

は前出 AVl・57にも姿を見せ、そこでは対応するレーン法25・1がこれに wise(n)の語

を宛てている。しかし、このAV1・76.bでは、主君の許へ(息の)一人を「送るjのは、

(AV 1 .57の「上級主君」ではなく)、「息たち(皆)Jであるから、 (addominum) transmit. 

tereの語が「新しい主君を指定するjという意味にならないことは明白である。さらに、

すぐ前のレーン法29・1(註・ 4の箇所)では、(対応する AV1 .75に)この(新しい主

君を指定するという)意味での Wlsenの語が補足されている。本条(註.2)の箇所で、

対応する AVの文を直訳せずに、それを (wisen一一あるいは、それ以外の transmIttereに

当たる語ーーを含まないものに)書き改めたのは、以上のことと関係するものと思われ

る。また、以上のことによって(も)、(上級主君による新しい主君の指定を指す)術語と

しての wisen(ないし、 wisunge)の諾は「レーン法」にはじめて姿を見せる、という私見

一一前出レーン法25・1=AV 1田 57、註.9を参照一ーが裏づけられるであろう)。

3 )前註.1を参照。

4 )この箇所の mlt陀 chteの詰が(実質的には)r年期内に」を意味することは、註・ 1
(まで)の文との比較、および、この文(のすぐ後のところ)で現在完了形(=gesin-

net hebben)が用いられているから、容易に推定することができるが、 AVの対応

筒所では、原文でも secundumiusの語のすぐ前で、明示的に infrasuum terminum 

と述べられている(次註・ 5を参照)。

5) rレーン法」では、この(本条)最後の一文が言わんとすることは、(子たちが主君か
ら授封すべき者について意見が一致せず、せいぜいー・二の子が一一おそらく年期を概

念するのを恐れて一一個別に主君に授封を求めるにいたった場合のことであり、しかも

この場合、主君が、子たちの年期(内は彼等の合意を待たなければならないから、それ)

が経過した後に(子たちの総意と関係なく、その意味で)自由に選べるのは、年期内に「適

法な」手続を取っていた(そうした)子たちの中からである、と)比較的すんなり理解す

ることができょう。これに対して、 AVの方は、それだけを独立に読むと、この

場合、まず主君が息たちのうち誰でも彼の望む者に授封することができる (domi-

nus inbeneficiet Qu巴meorum velit)という文があり、その後に(この quemの諸にかか

るとしか考えられないにせよ)q山 beneficiuminfra suum terminum secundus ins petierit 
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という単数形の関係文が続いているので、(Iレーン法Jのように、「年期内に個別に

授封を求めた複数の子の中から誰でも主君の望む者に」と理解することは難しく)、上

掲・邦訳のように、「主君は彼等のうち、(誰であれ)(主君が)望む者に授封する

(ことができる)jのが原則で、「年期内に個別に授封を求めた者J(単数)がもしあれ

ば、「例外」として、主君はその者に対して授封すべきである、と理解したくな

る(上掲・邦訳で言えば、文末の補訳を I(があれば、その者を)Jと改めたくなる)よう

な構造になっている。もちろん、息たちが年期内に授封を求めなかった場合、(亡)

父の所領は主君にとって ledichになる(=その手に戻る)から、主君は(息たち以外

の者をも含め)誰にでもその所領を封与できるはずである、ということを考えると、

むしろこうした解釈の方が正しいのではないか、とさえ思われるかも知れない。

しかし、この解釈は当たらない。そのことは、「レーン法JがこのAVの記述を

(上述のように)そうした「誤解Jの余地がないように改めたことだけでなく、後続

のレーン法29・3=AVl'76・b(後段)、および、特にレーン法29・4=AVl 

・77を参照することによって、明らかになるはずである。

29・3 a)主君が彼の意向(ないし、裁量)に従い (nasineme willen)、そして

法(の定め)に従うことなく (nichtna rechte)、一人の子に(亡父の)所領を封与

する場合(ないし、封与したとしても)、そのことが他の子たちを、 b)彼等の所領

を受領することについて、b) 損なうことはない。a)'j) 

AVl・76・b(後段) a)もし主君が(自由)裁量に従い (secundumIibitum)、

そして法に従うことなく (nonsecundum ius)、息、たちの一人に授封するなら

ば(ないし、したとしても)、(そのことは)他の者(=怠)たちに何の損害を与え

ること(に)も(なら)ない。a)'j) 

1)この条項が、前出レーン法29・2=AV 1・76・b(前段)で述べられている「法

(の定め)Jを念頭に置いて、主君が子たちの年期内に(子たちの合意を無視し、ある

いは、合意を待たずにH一人の子J(だけ)に(亡父の)所領を授封しでも、(それは言
わば「無効jであり)、それによって他の子たちの(亡父の)所領の授封を求める権

利が損なわれることはない、ということを明らかにしようとしたものである。

「レーン法」では、 b-bの箇所の補足によって、このことがさらに明確になっ

ている。なお、この条項では、(主君に禁じられている年期内の「一人の子jへの授封

について)na sineme willenという(前出レーン法29.2、註・ 5の箇所のwelkeren he 

belenen willeと)紛らわしい表現が用いられているが、前述レーン法29・2(註 5 

の筒所の)授封は、(註・ 2の箇所に明記されているように)、子たちの年期が終った
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時に行われるのだから、 (nasineme willenにひきつづき nichtna rechteの語が付け加えら

れて言わば念を押されているように)、このレーン法29・3で禁じられている授封に

は当たらない。ただし、(主君のそうした授封が他の子たちの授封を求める権利を)r損
なわない」ということについては、前条を参照すると、次のような問題があるの

ではないか、と忠われる。すなわち、王君が「一人の子」に授封した後、年期内

に子たちが合意に達し、彼等の合意した(それとは別な)子が主君に授封を求めれ

ば、主君はu一人の子」に対する授封を「取り消しJ)その者に授封せざるをえない
であろう。しかし、子たちが年期内に合意に達せず、また、他の子たちが年抑j内

に個別に授封を求めなければ、主君による「一人の子Jへの授封は、(それを「取り
消すJきっかけがないから)、事実上「是認Jされることにならないか、さらに、(子
たちが年期内に合意に達しない場合)、年期内に他の子たちが個別に授封を求めても、

主君が「一人の子Jへの授封に固執して彼を「望むJならば、「法(の定め)に反し
て」行われたはずの主君の授封が、前条の「定めJ(= i法J)によって、かえって

(事実上)r是認」されることにならないか、という疑問がそれである。やがて後出
レーン法32・1=AV 1 ・83以下で扱われる(複数の子に対する)r共同授封」は、
あるいは(少なくとも一つの契機として)こうした場合の他の子たちの不利益を防ぐ

ためにも行われた可能性なしとしないので、あらかじめここで指摘しておきたい。

なお、ひきつづき次のレーン法29・4=AV 1・77をも参照されたい。

29・4 a)いずれかの子が彼の(所領の授封を主君に求めるべき)年期を慨君、す

るならば、主君はその者(に授封する義務)から解放されることになる(Iedich

si)、lトa) bl彼(=その子)がそれ(=年期の熔怠)を聖遺物にかけて(の宣誓をもっ

て)釈明(し、自分を免責)するのでない限り。b)ー2)

AVl・77 alもし息たちのうち誰かが(主君に所領の授封を求めるべき)期

限を慨怠するならば、それ以後主君はその者(に所領を授封する義務)から解

放されたことになる (sitsolutus) 0 l) .al .2) 

1 )この場合の ledichの諸については、前出レーン法24・9(註・ 2の箇所)、および、

レーン法7・8、註.4を参照。なお、このレーン法29・4に対応する AV1・

77によって、このm例の場合にも、「レーン法」の ledichの語がAVの solutusに
対応していることが判る。

2 )この条項まで読むと、 litriJl A V 1 . 76・b(前段)(=レーン法29・2)、註.5の

筒所のr(主君が)望む者Jの件を、「息たち以外の者」を含めて理解することは誤
りである、ということがはっきりするであろう。確かに、息たちがすべてその年
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期を慨;倉、すれば、所領は主君にとってledichになり(=主君の手に戻り)、主君は

それを自分の家臣のうち誰にでも封与することができる O しかしこの条項によっ

て、レーン法29・2からこの29・4までだけでなく、 AV1・75(後段)からこの

1・77までは、一貫して複数の息がある場合、主君がそのうち誰に授封すべきか

という問題が扱われている、ということを確認することができるからである。な

お、レーン法29・4、b-bの箇所は、 (AVに対応箇所がなく)、「レーン法Jで補

足された(と目される)ものであるが、この「補足」は、前出レーン法24・8と24

・9の「補足Jと関連して、それと同時に行われた可能性が大きく、(実質的には)

r (年期を憾怠した)子が聖遺物にかけての宣誓をもって真にやむをえない事由を
立証し、それによって所領を取得しうる場合」を念頭に置いたもの、と思われる。

(なお、「真にやむをえない事由jについては、前出レーン法24・7=AV 1・55.b 、註

. 10を参照)。

229 

29・5 a) (すでに)成熟(=満12歳)に達しているある家臣の息が(亡父の)所

領(の授封)を彼の主君に希求し、そして彼(=息)がなお未成熟な(=満12歳未

満の)(binnen er印 jaren)兄弟(たち)をもっている場合、彼(=息)は彼の主君

に、彼(=主君)が彼(=息)にそれ(=所領)を封与する前に、(次のことを)確約

しなければならない、(すなわち)彼の兄弟(たち)はその所領(の受領)を断念し、

また、彼等(=兄弟たち)が成熟に達する(ないし、達した)時、そのことについ

て主君を訴えることをしない旨を。a).1Ib)これを子たち(=彼の兄弟たち)が破

り、そして彼等がレーン法廷で (tolenrechte) 2)その所領(の授封)を主君に要

求するならば、主君は〔彼等と〕彼等の請求(権)(ansprake)3)の放棄を確約し

たかの者を〔双方とも J(レーン法廷に)召喚し、そして、かの者(=兄弟)たち
がその請求 (ansprake)3)を取り下げない場合には、彼(=兄弟たちの請求権の放

棄を確約して所領を受領した息)から彼の所領を判決をもって剥奪す(verdelen) 4) 

べきである。b)イ)

AVl・78 a)彼の(成熟の)年齢(=満12歳)に達した息が、法(の定め)に

従い (secundumius) (亡父の)レーン(の授封)を請う場合、(その息が)幼少期

内(infraannos pueriles)の兄弟(たち)をもっ時は、主君は、あらかじめ(次

のこと、すなわち)、彼の兄弟たちは彼等の(成熟の)年齢(=満12歳)に達して
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もレーン法廷において(iurebeneficiali) 2) このレーン(の授封)を求めて彼(=

主君)を訴えることはないということについて、保証人 (fideiussor)をもっ

(ないし、立てさせる)ならば、彼(=その息)自身に(亡父のレーンを)封与す

べきである。a).1) 

1 )こ(れら)の条項が、前出レーン法29・2と29・3=AV 1・75(後段)と 1・76を

承けて、亡父の所領の授封を求める息に未成熟の兄弟がある場合について述べた

ものであることは改めて指摘するまでもあるまいが、レーン法29・5のうち AV

1 .78に(直接)対応しているのは、 a-aの箇所だけであり、 b-bの件は(恭

本的には1Iレーン法」で補足されたものである。ただし、 a-aの件では、息は

一一AV1・78とは異なり、「保証人」を立てるには及は、ず一一自ら「確約」すれ

ばJ受封できる、と「改訂Jされている。この「改訂」がなぜ'17われたかについては、

b-bの件の「補足」に関連して後註・ 4で述べる。

2 )この箇所の tolenrechteの語は(実質的には)AVのiurebeneficiali (それは「レーン法

上の権利にもとづきJとも読める)に対応している、と考えられるので、「レーン法

上」という意味になる可能性なしとしないであろう。しかし、前出レーン法21・

1、註・ 6で述べたように、「レーン法Jでは ωIenrechtの語が、圧倒的大多数の
場合、「レーン法廷において」の意味で用いられている、というだけでなく、この

レーン法25・9では、すぐ次の文章のjenemevore degedingenとのつながりもあ

ること(つまり、「かの者(にあらかじめ裁判期日を定めその者)を(レーン法廷に)召喚

するJの一文)を考慮に入れ、さらに前出 AVl・71・a(=レーン法26・5)にお

ける iurebeneficialiの語の用法をも参照して、やはり「レーン法廷においてjと訳

したものである。

3) U請求(権)Jを意味する)ansprakeの諾は、ここでも一一 (AVに対応条項のない)前

出レーン法14・4と同じく一一「レーン法Jで補足された箇所に姿を見せる(レー
ン法14・4、註・ 4で触れたレーン法59.2も、 AVに対応条項のない条項である)。

4) verdelenの諸については、前出レーン法8・1、註・ Iを参照。

5)前註・ 1で述べたように、 b-bの件は「レーン法」で補足された(と目される)

ものであるが、それに関連して特に注意を要するのは、これも前註.1で述べた

ように、 (AVに対応する)a-aの件においても、 AVの「保証人jが削除され、

「レ~ン法」では授封を求める(成熟に達した)息本人の「確約」をもって足りる、

と「改訂」されていることである。「保証人」の問題は、「ラント法」でかなり頻繁

に論じられており(とりあえず、石川If裁判(権)J、11頁および註・ 54、および、 Text，

S. 164， Glossar der Wortfonnen zu borge一一ただし、ラント法2・9・3は、「担保」と解

すべきである、と思われるーーを参照)、それによれば、「保証人」の役割は、要す

るに、債務者本人に支払能力がない場合、債務者に代り債務を支払うことにある。
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これは、「保証人Jが犯罪で訴えられた者のために、あるいは、誰かを法廷に出
頭させるために立てられた場合にも、基本的には変らない(たとえば、ラント法

3・9・I、2・10・2などを参照)0rレーン法」において「保証人jが姿を見せる
前出レーン法 9・l、および、 52(=AV 1・121)は、いずれも家臣が (gedingeや

wardungeを授封されているだけで)主君から授封された所領を(まだ)現笑に占有・

支配していないケースにかかわるので、基本的には同じことが言える。しかるに、

この(レーン法29.5.a-aの件に対応する)AV 1・78では、授封を求めた息本

人はすでに成熟に達しており、主君から所領を授封されてそれを現実に占有・支

配しているのだから、その兄弟(たち)が成熟に達した時に授封を求めて主君を

訴えても、主君は怠本人から所領を没収すれは、足りるのであって、「保証人」が本

人に代って所領の代価ないし(主君に対する)罰金を支払う必要は生じない(後出

レーン法52に「彼(=家臣)のゲヴェーレ(=所領ないしその占有)が彼の保証人であるべ

きであるjとあるのを参照)。したがって、著者アイケは、おそらく「ドイツ語版・

レーン法Jの執筆の際にこのことに気づいて、レーン法29・5のように「改訂」
した(ただし、前出レーン法26・5=AV 1 . 71 . aの場合は、授封された「子」本人も

未成熟であり、「法定後見人」は「子j本人を含めたすべての(未成執のH兄弟たちJを後

見する責任があるから、「法定後見人」が「保証人jになれば問題はない、と考えて AVに

そのまま従った)もの、と推定される O そうだとすれば、この「改訂」についても、

「保証人」の役割について「ラント法」で立ち入って考察したことが(少なくとも)

一つの契機になっていることは、ほぽ間違いのないところであろう O

この「改訂jに関連して指摘しておかなければならないことがもう一つある。

すなわち、兄が主君に授封を求めた時に未成熟であった弟(たち)が成熟に達し

た場合の弟(たち)の立場ないし権利についてである。 AV1・78によれば、兄は、

弟たちが成熟に達しても授封を求めて主君に訴えることはしない、という「保証

人」を立てるのであるから、そうした「保証人」の存在自体、弟(たち)が成熟に

達した時、主君にJ受封を求めて訴えを起こすことを抑制する方向に働く可能性が

大きいであろう。しかし、これは、前出レーン法26・10、註.6でも触れた、子

は成熟に達した時未成熟の聞に(後見人とともに、あるいは、後見人を通して)行っ

た法的行為を取り消すことができる、という原田IJに抵触する。これに対してレー

ン法29・5は、 b-bの補足によって、成熟に透した弟(たち)が(兄の確約にも

かかわらず)授封の請求を取り下げなければ、主君は兄から所領を判決をもって

剥奪することを明記している。(なお、子は成熟に達した時未成熟の聞になした法的行

為を取り消しうる、という原則からすると、前記レーン法26・5=AV 1 .71・aの場合

は、後に兄弟たちが授封を求めた時、主君から授封された子(自身)の責任をこうした形

で問うことは難しく、その意味でも「保証人」は必要と考えられた可能性なしとしないで

あろう)。これを前出(レーン法26・10をも含めて)レーン法29・2からの叙述のit

れの中に置いて考えると、この場合、主君はその所領を弟に(弟が複数の場合は、
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そのうち彼等が望む者に)授封するこどになる、と推定される。このように考える

と、レーン法29・5が、このb-bの補足によって、対応する AV1・78よりも

はるかに明確に、家臣権の保護を打ち出していることが判るであろう。

AVl・79I) 主君は、(男の)子が幼少期の間(infrapuerilem aetatem) (ない

し、幼少期にある)彼等(=他の兄弟たち)をなおざりにし(てい)ない(ないし、

彼等の意向を無視し(てい)ない)ということについて、保証人 (fideiussor)を

もっ(ないし、立てさせる)に及ばず、また、主君は、(彼の家臣であった)(亡)

父のレーンに関して、一人に息に対するほか(その他の兄弟たちに対して)は

(その授封を求める訴えに)応訴することはない(ないし、応訴することを要しな

い)(responderet) 02) 

1 )この AV1・79は、 AVに見られる条項が「レーン法Jで(そっくり)削除されてい

る、きわめて少数の例外の一つである。「削除」の理由については、ひきつづき次

註・ 2を参照されたし、。

2 )この条項はなぜ「レーン法」で削除されたのであろうか。前段の「子が幼少期の

間(ないし、幼少期にある)彼等をなおぎりにし(てい)ない(ないし、彼等の意向を

無視し(てい)ない)Jということについての「保証人」は、この条項ではもともと

「主君はもっに及ばないJとされていたものであり、それを削除しでも論旨には影

響しない、というだけでなく、前出レーン法29・5=AVl‘78、註.4で述べ

たように、 AV1 .78に姿を見せた「保証人」が意識的・自覚的に「削除Jされた
のだとすれば、このAV1 . 79の前段はむしろ当然「削除」しなければならない

ものであったろう。また、後段の「主君は、父のレーンに関して一人の息に対す

るほかは、応訴することはない」ということは、すでに前出レ}ン法29・2=

AV 1・75(後段)、 1. 76 . a (前段)で、ある家臣が複数の息を遺して死亡した

場合・一般について述べられていることなので、前段を「削除」した以上、わざ

わざ繰り返すに及ばないと考えられて、「削除」されたものであろう(この点につい

ても、前出レーン法29・5=AV 1 .78、註.4を参照)。

230 

30・11) a)いずれかの者(=家臣)が彼の主君からまたは彼の子からまたは

く法(の定め)によって>(van rechte)それ(=その所領)を待っている(=その所

領についてゲデインゲまたは待機権をもっていて、その家臣の死後その所領を占有
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支配すべき)者2) から彼の(=自分が主君から授封されて現に占有・支配している)

レーンを遠ざけ (vemen)(=それらの者が自分の死後自分のレーンを占有・支配す

るのを妨げ)3)ょうとして、彼がそれ(=自分のレーン)を(自分の家臣に)封与(=

又授封)し4) あるいは(誰かに)譲って(let)5) も、そのことが(ないし、そのこと

によって)かの(ほんらい彼の死後彼の所領を占有・支配すべき)者(の権利)を損

なうことはできない、6)彼(=その家臣)がそれ(=彼の所領)を〔取り戻し、そ

してそれをJ7)彼がその中で死亡する病床の中まで、ゲヴ、エーレの中に保持する
(in weren beh油)8) 場合は。a)

AVl・801) a)もし誰か(=ある家臣)が所領を彼の主君から、または彼の

息から、または法(の定め)によって (deiure) (彼の)死後それ(=所領)をも

っ(=占有・支配す)べき者2) から遠ざけ (alienare)3) ょうと望み、たとえそ

れ(=所領)を(自分の家臣に)封与(=又授封)しあるいは(誰かに)譲って

(resignat) 5) も、(そのことは)この者(=その家臣)にいかなる利益をももたら

さない、6) (彼が)それ(=所領)を、そこから逃れることのない病気(の床)の

中まで、ゲ「ヴ'ェーレの中に保持する (inwarandia obtinerit) 8)場合はoa)

1 )あらかじめ一言しておくと、こ(れら)の条項は、特に文末近くに見られる「彼が

その中で死亡する病床の中まで」あるいは「そこから逃れることのない病気の中

まで」という表現に明らかなように、前出レーン法7・1で言及されてた vluchl-

sale= r脱法的(ないし、欺蹴的)議与」に関する条項である(同条への註・ 6を参照)。
しかし、レーン法30・1については、「ドイツ語第2版Jで(註・ 7の箇所に)誤っ

た補足が加えられたこともあって、従来(そこに見られる)were (=ゲヴェーレ)の

語が誤って理解され、そのため全体の論旨も正しく把握されることがなかった。

以下に掲げる邦訳は、その点を考えて、できるだけ読者に予断を与えないように

配慮し、問題点およびそれについての私見は註の中で詳しく述べることにした。

2 )ここでは、「レーン法jのdeis wardende isの文が、 AVのquide iure pOSI morten ea 

debel habereに対応している。そのことからも判るように、この(現在進行形の)

wardendeの語は、(テクニカルタームとしての)wardunge (=所領を特定せずに、最初

に主君にとって ledichになる(=主君の手に戻る)ものを占有・支配させる、という条件

で封与される「待機権J一一前出レーン法7・l、註・ 2を参照)ではなく、(ある家庄

が現に占有‘支配している所領を、その家臣が封相続人なしに死亡した場合に占有・支

配させる、という条件で封与される)gedinge (前出レーン法 5・1=AV1"19を参照)

をも含むものと解される。
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3) vernen (= alienare)の語については、 liIJ出レーン法7・3(=AV1'26)、註.2、

20・1(=AV 1 . 44)、25・5、註・ 8、27・1(ニAVl.72. b)を参照。(なお、

ひきつづき後註・ 4と5をも参照されたい)。

4 )一般に、ある家臣が死亡した場合、彼が主君から受領し占有-支配していた所領

は、彼に息=封相続人があれば患に「相続」され、彼に息=封相続人がなくその

所領について gedinge(の権利)が封与されていれば、 gedinge権者ーがそれを占有・

支配することになる。家臣に息、がなく gedingeも封与されていなければ、所領は

主君にとって ledichになる(=主君の手に戻る)が、 wardungeの権利を封与されて

いる家臣があれば、彼がそれを受領して占有・支配することもある。しかし、注

意しなければならないのは、死亡した家臣が主君から受領した所領を自分の家臣

に(又)授封していないようといまいと、上述したことには変りがない、という

ことである(この点については、特に前出レーン法7・5を参照されたい)。したカ古っ

て、ある家臣が自分の死後自分の所領を占有・支配すべき者の権利の実現を妨げ

ようとしてそれを自分の家臣に(又)授封しでも、彼がそれによってなしうるの

は、自分の所領が正当な権利者の手に移らないようにすることではなく、(たかだ

か)正当な権利者がそれを ledichな(つまり、誰にでも自分が望む者=家臣に授封し

うる)状態で占有・支配できないようにすることだけである。ひきつづき次註・

5を参照されたい。

5) latenおよびresignareの語は、前出レーン法16=AV1・42、註.3で述べたよう

に、レーン法に関しては(むしろ)r所領を主君に返還する」という意味で用いら
れる(ことが多い)。そこで、一般に、家臣が所領を主君に返還した場合、所領は

どうなるかを考えてみると一一。

この場合、所領はもちろん主君にとって ledichになる(=主君の手に戻る)。た

だし、 wardungeの権利を封与されている者があればその者が所領を占有-支配す

ることになるが(前註・ 3を参照)、家臣に息=封相続人があっても、息は「相続」

権にもとづいて主君にその授封を求めることができなくなるし、また誰かがその

所領について gedingeの権利を封与されていても、その権利は消滅してしまう(前

山レーン法5・1=AV 1・19、1・20を参照されたいんしたがって、家臣はその所

領を主一若に「返還」することによって、自分の死後所領が息ないし gedinge権者の

手に帰するのを妨げることはできないわけではない。しかし、主君に所領を返還

することは、 vluchtsale('"脱法的ないし偽脇的譲与)を実現する手段としては、致

命的な欠陥をもっている。すなわち、主君があらかじめ事情を諒解して協力して

くれない(もっと言えば、「共犯J関係にない)限り、家臣が一旦主君に所領を返還

してしまうと、家臣の病が癒えた時、再ぴ、所~Ji を取り戻せるという保障がないの

である。

ここで、もう一度、 Ol1J出レーン法7・1、註・ 6でも引lfJしておいた)後出レーン

法58・2における vluchtsaleの「定義」を想起しよう。日く、 rvluchtsaleとは、家
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臣が病気中に彼(=自分)の生命に対する懐疑から、あるいは、彼が国を離れよう

とする時、何かを(他の者に)封与し、彼(の病気)が癒え、あるいは、(国に)戻って

くる(ないし、きた)場合、彼(=家臣)がその所領を再びもとう(あるいは、取り戻

そう)とすることを言うjと。この条項はひきつづき次のような激しい非難を浴

びせる。「誰であれ所領をこのように封与する者があれば、彼(=その者)はそれ

(=所領)を神(の意)に反し、また法に反し、またー一一彼は彼の主君に対して忠

誠であり好意的(あるいは、友好的)である義務を負っているのだから(前出レーン

法3=AV 1 . 8を参照)一一彼の忠誠義務に反して封与したことになる」と。これ

によると、こうした授封がvluchtsaleとして非難されるゆえんは、むしろ、ほん

らい(又)家臣に終身与えなければならない所領を、自分の病が癒えた時には取

り戻すという条件を付して与え、「授封」の形を装って不当に自分の利益をはかろ

うとする点にある、と考えなくてはならない。

さらに、このレーン法58・2の直後につづくレーン法59・1、(いわゆるII見せ

かけの授封」を扱っている。すなわち、「ある家臣が彼の(主君から受領した)所領

をもう一人の者(=第三者)に譲る(Iaten)(ないし、引き渡す)ことを約定する(な

いし、したにもかかわらず)、その者がそれを彼から(レーンとして)受領することを

望まず、また彼の主君もそれをその(もう一人の)者に封与しようと望まない場合、

彼がその後それ(=所領)をその者のゲヴェーレの中に引き渡し(Iet)(=その者に

占有・支配させ)、 しかも彼がそれ(ニ所領)を自分の家臣たちに一一一彼等がそれ

を授封(=レーン関係)の中に保持する(形をとる)ことで彼(=もう一人の者)の不

法なゲヴェーレ(=占有・支配)を補強する(ないし、取り繕う)一助にするという

窓図をもって一一封与するJ ケースがそれである(石川「ゲヴェーレj 、 148~150頁

を参照)。このように、(ほんらいならば、家臣が所領を一旦主君に返還し、主君から

「もう一人の者jに授封してもらわなければならないのに一一前出レーン法26・10、およ

び、後出レーン法36を参照)、それ(ないし、その占有・支配)を「不法にj第三者に

「譲るjないし「引き渡す」ことを一一ーたとえ自分の家臣たちに対する「見せかけ

の授封Jまでは敢えてしなくても一一このレーン法30・lのvluchtsaleの手段と
して用いることは十分に可能なはずである。

私は、以上二つの条項を手がかりにして、この条項(前註・ 4の箇所)の lienお

よび(本註・ 5の箇所の)latenの語を、重病の家臣が(もはや主君に対する勤務に従

事できないのだから、ほんらいならば所領を主君に返還し、あるいは、息に「譲るJ=主

君から息に授封してもらわなければならないのに一一後出レーン法36、27・1を参照)、

自分の病が癒えた時のことを考えて、その時には所領を返してもらうという(違

法な)条件を付して(ないし、「密約jの下に)、(主君から受領した)所領を自分の家臣

に「封与J(=又授封)したり、あるいは、第三者に「引き渡すJ(ないし、「譲るJ)こ
とを言う、と理解する。この点については、さらに後註 .8を参照されたい。

6 )この箇所、「レーン法」と AVでは表現が異なっているが、その点についても後註
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. 8を参照されたい。

7)この箇所の補足は「ドイツ語第2版」に属しているが、すぐ後のuドイヅ詰第1
版Jの)テキストに出てくる wereの語が「占有」を意味すると理解した上で補足さ

れたものである。しかし、すでに前註・ lでも述べておいたように、この補足は

「ドイツ語第 1版」のテキスト、特に wereの語の誤読にもとづくものである。し

かし、この点についても次註・ 8で述べることにする。

8) rレーン法Jのこの箇所を(前註・ 7の「ドイツ諮第2版」における補足をも含めて)、
ショットは es(=das Lehen) wieder nimmt oder in Besitz beh証Itと訳し (Sch.，S. 280)、

またヒルシュは es(=sein lehn) wieder nimmt und es in seiner gewere beh証Itと訳し

ており (Hi.，S. 135)、いずれもこの家臣が問題の所領を取り戻して最期まで保持

する(あるいは一一ショットの場合一一これに、それを一旦誰かに封与したり引き渡す

ことさえなく、一貫して保持しつづけるケースさえ含まれる)、と解している。こうし

た理解は、その直前にト般には、アイケ自身の手に成るとされる)rドイツ語第2版J
において wedernimt unde itの語が補足されているので、それにヲ|かれたものであ

り、無理ーからぬ点もないわけではないが、そもそも「ドイツ語第2版」における

補足は「ドイツ語第 I版」の論旨を誤解した上で行われたのである O そう考える

(ないし、考えざるをえない)理由は簡単である。この条項の(重病の)家臣が(主君

から受領した)所領を、「脱法的(ないし、偽臓的)譲与」の目的で(つまり、前註・ 5

で述べたように、自分の病が徳えた時にはそれを再び自分が占有・支配するという条件

を付して)自分の家臣に「封与J(=又授封)し、あるいは、誰かに「引き渡し」たと

しても、もし彼が生前にそれを取り戻し自分で占有・支配していれば(まして、「封

与」ゃ 151き渡しjをまだ行わなかった場合には)、問題の所領は「脱法的譲与jを行う

前の原状に戻り(あるいは、原状のままであり)、それによって家臣が自分の死後正

当な権利者の権利を損ねたり、あるいは、彼から「違法な」譲与を受けた者が利

益を得たりすることはおよそありえないからである。

それならば、本註・ 8の箇所の原文:in weren behaltは何を意味するのであろ

うか。結論から先に述べると、この場合の wereの語は、「占有J(=現に所領を占有

・支配しているとし寸事実)ではなく、 lenesgewere (=主君との関係において、所領を

レーンとして占有・支配する権利)を指す、ということである。そうした理解のヒ

ントを与えてくれるのは、 AV1・80がそれに対応する箇所でーーもともと「保

障J(Garantie)を意味する --warandiaの語を行中で一一つまり、韻を履むため

にpossessioの語を避ける必要がないのに一一用いている、という事実である。

そこで、 AVにおいて warandiaの語が一一一ほんらいの「保障」の意味で用いられ

ている(後出 AV1・87=レーン法33・2)のではなく一一possessloと互換的に「占

有J. r占有権」の窓味で用いられていると解される笛所 (AV1 . 20、1・26、1・
30、1・42、1・93、1・103， 1 . 121、1・122、1・127、3. 4)を当たってみる

と、まずこの語が、すべて主君との関係において家庄のもつ「占有」ないし「占
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有権Jの意味で用いられていることが判る。しかも、そのうち 1・26(=レーン法

7・3)では、家臣が主君から封与された所領を自分の家臣に又授封した場合(し

たがって、それを直接には占有・支配していない場合)についても、(たまたま warandia

の諾は行末に出てくるが)、「この者(=家臣)から彼の主君に対してこの所領につい

ての warandiaが失われたことにはならないJ、と明記されている。したがって、

AVのinwarandia obtineritに対応するレーン法30・1のinweren behaltも、 r(家臣
が所領を自分の家臣に又授封したり、第三者に引き渡したりしたにもかかわらず、主君

との関係においては、それを彼が死亡するまで)レーンとして保f寺していた(ないし、

しつづけた)J、という意味に解さなくてはならないのである。

なお、以上の行論によって、この条項の latenの諾は一一前註・ 5で述べたよ

うな一一r(所領を主君に)返還する」という意味でないことが改めて確認される
だけでなく、(前註 7の箇所は、家臣の死後にかかわる文であるから)、 AVの「この

者(ェこの家臣)にいかなる利益をももたらさないJという表現よりも、「レーン

法」の「かの(ほんらいその所領を占有・支配すべき)者(の権利)を損なうことをえ

ないjという文の方がより適切である、ということもやjるはずである。(前註・ 4

で触れた後出レーン法58・2、および、 59・1以下の諸条項からは、レーン法30・1の

家臣から「違法に」所領の「封与」ないし円|き渡し」を受けた者は、当然、その所領を主

君のレーン法廷(あるいは、時にラント法廷)の判決をもって取り上げられた、と推定さ

れる)。また、上述のことから、一一一前出「凡例j、3、ii)で、「ドイツ語第2版j

もアイケ自身の手に成るとする通説に対して「疑問なしとしないjと述べた理由

の一端も御理解いただけるであろう。もしアイケ自身がそれを書いたのであれば、

上述したような誤読はまず起こりえない、と考えられるからである。

30・2 a)人(=主君ないしレーン法廷)はなんぴと(=いかなる家臣)からも、

その(=次の)ことのゆえをもって彼の(主君から受領している)レーンを取り上

げる (nemen)ことをえない、彼が盲目である場合、または、彼がいずれかの

四肢を欠く場合、またいかなる病気のゆえをもってしでも(そうすることをえな

)
 
a
 
o
 

)
 、.
2
V
 

AV 1・81 a)なんびともその(=次の)ことのゆえに(判i夫をもって)レー

ンを剥奪されてはならない (abiudicetur)、j)(彼が)盲目である場合、または、

いずれかの四肢を欠く場合、またなんらかの病気のゆえをもってしえても

(そうされてはならない)、a) b)ただし癒病(の場合)は除く。というのは、癒

者は、癒病が彼に(人目にわかるように)現れて以後はレーンを受領すること
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ができず、(それを)封与することもできないからであるobj・2) AV  1・823)

b)しかしながら、その(椴)者の主君が、彼(=癒者)の存命中に、彼の授封

された家臣(=封臣)たちの前で(=彼のレーン法廷で)彼からレーン法(上の

能力)(beneficiale ius)を取り上げる (privet)のでなければ、レーン法(上の能

力)は彼から失われない。b)・2)・3)

1 )この箇所、 AVでは abiudicetur(=判決をもって剥奪される)という法廷における手

続と関連する語が用いられているのに対して、「レーン法」では(めずらしく)必ず

しもそれとの関連をもたない nemen(=取り上げる、奪う)という詰が用いられて

いる。しかし、この条項の論旨は abiudicareないし nemenの禁止にあるのだから、

ある意味では(つまり、法廷における手続を経ないで所領を取り上げることの禁止をも

含みうる、という点では)、「レーン法」の記述の方がきびしい商をもちうることに

注意されたい。この点については、ひきつづき次註・ 2を参照されたい。

2) b -bの件は(後続のAVl・82を含めて)繍病を例外とするものであるが、「レー

ン法」ではそれがすべて「削除Jされており、「レーン法」だけを読むと、当然、
人(=主君ないしレーン法廷)は瀬病を理由にして家臣の所領を取り上げることも

許されない、ということになる。この削除はなぜ行われ、何を意味するのであろ

うか。ザクセンシュピーゲルの著者・アイケが機病に無関心であったわけではな

く、また、それを忌むべきものと考えていたことは、( 般に、彼自身の手に成ると

されるH序詩一一対韻勾形の一一」中のr(それ('=本書)に虚偽を書き加えるよう
な すべての人びとに わたしはつぎの呪いを送りたい)瀬病がきっとかれらにとりつ

くようにJ(224行)の一句から明らかであろう。しかし、このレーン法30・2て¥

桶病に関する (AV1・82をも含めると)かなりの分量の記述がすべて削除されてい

ることは、おそらく単なる偶然ではありえず、さらに前註・ lに述べたことをも

併せて考えると、[レーン法」で著者アイケは、(少なくともひとたびレーンを封与さ

れた場合の)家臣の(レーンについての)権利を可能な限り保護しようとする志向を

(いちだんと)強めた、という可能性を念頭に置く必要があるのではないか。(なお、

第4次テキスト=Ordnung n aに属するラン卜法1・4には、繍者のレーン能力について、

基本的にはAVl・81、1・82と同旨の規定が見られるが、そこでは、レーン法上の能力

(直接には、相続権)を欠く傷害者の範囲が (AV1・81、1・82よりも)拡大されて「白

痴や侠儒J. I生まれつきの唖jにまで及んでおり、とうていそれを(1レーン法Jにおけ

る)アイケ自身の見解と等置するわけにはいかない)。

3 )この AV1・82は、形式上は前掲・ AV1 .79と同じく、「レーン法」ではそっくり

「削除」されている。しかし、 AV1・82の場合は、前註・ 2で述べたことからも

明らかなように、実質的には、 レーン法30・2における AV1・81の(一部)r改
訂Jに伴うもの、と考えるべきであろう。(なお、エ yクハルトも、「レーン法jの
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Text， S. 54， Anm. 95で、レーン法30.2の対応条項として、 AV1 .81だけでなく、 1・

82をも挙げている)。なお、この削除に伴い、「レーン法Jには、(ある)主君のレー

ン法廷がその判決をもって(ある)家臣の「レーン能力Jを剥奪することができる
という趣旨の規定がなくな(り、そうした趣旨の記述は「ラント法」にだけ見られた

ことにな)る、ということに注意しておきたい。

231 

31・11) ある家臣が彼の妻のために、成熟(=満12歳)に達した息たちの承

諾を得て、所領を一期分として約定(ないし、設定)する (dinget)(あるいは、し

た)2) ならば、主君もまた子(=息)たちもそれ(=一期分)を破る(=家臣の妻か

ら取り上げる)ことをえない、3)彼女がそれについて証人を有する場合には。子

(=息)たちが未成熟(=満12歳未満)の問にそれを承諾する(ないし、した)ので

あれば、彼等は(成熟に達した時)それを破る(=承諾を撤回して所領を相続する)

ことができるが、4) 主君は(未成熟の問に一期分の設定を認めた場合、成熟に達し

た時にもそれを撤回して一期分を破ることができ)ない。5)

1 )この条項については、石川「へールシルト制J(2 )、第 3章.A (特に59頁以下)

において論じておいた。この条項は、「レーンについて設定される一期分Jにかか

わるが、 AVに対応条項がなく、「レーン法」で補足された(と目される)ものであ

り、前掲・拙稿でも述べておいたように、「レーン法」の「一期分」にかかわる条

項は、前I出レーン法2・3をも含めて、すべて「ドイツ語第1版」以降における

補足である。したがって、「レーン法Jにおける「一期分Jに関する記述は、「ラン
ト法」における「一期分Jの省察に触発された可能性が大きい、と考えられるに

の点については、次註・ Z以下の後註を参照されたい)。なお、「レーン法Jでこの位
置に (gedingeの形で行れる)一期分のことを扱う条項が「補足Jされたのは、前出
レーン法30・1(=AVl.80)で「それ(=レーンが自分に帰属するの)をf寺ってい

る」ゲデインゲ権者や待機権者のことが扱われており、さらに、直前のレーン法

30・2に対応する AVl・83では、(嬬者についてH彼の存命中」のことが問題に

なっていたからである、と考えられる。

2) dingen (動詞)は gedingeのもとになった語である。ラント法3・75・2では、(直

前の3・75・lを承けて、「アイゲンについての一期分jとの対比において)、 r(一期分の
設定された)レーンは、彼女の夫の存命中、彼女(=妻)の gedingeである。それは、

彼女の夫の死後、 rechtlen (=正規のレーン)である(あるいは、になる)J、と言われ

ている。したがって、こめレーン法31・1のdingenの語によって、レーンにつ
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いての一期分の設定がgedingeの形で(あるいは、その形を借りて)行われたこと、

また、妻が一期分を設定された所領を現実に占有・支配するのは夫の死後である

ことが示唆されている。(この点については、次のレーン法31. 2、註・ 2の箇所をも

参照)。ただし、このレーンについての一期分の設定は、一一おそらくアイゲン

についての一期分の設定が「相続人の承諾を得てJ行われる(ラント法 1・21・1) 

のに準じて一一「成熟に達した息たちの承諾を得てJ行われることが明記されて
いるから、「ある所領をゲヴェーレの中にもっている者が封相続人なしに死亡し

た場合には(それを占有支配させる)Jという条件で封与される(一般の)ゲデインゲ

(前出レーン法5・1=AV 1・19を参照)と異なることは明らかであろう。なお、ゲ

デインゲが「女性」にも封与されうることは、後出レーン法57・1(=Avl・21)

のAVには対応条項のない つまり、「レーン法・ドイツ語第 1版」で「改訂」

された(と目される)一一箇所で、はじめて明示的に述べられている。また、レー

ンに関する一期分の設定が「ゲデインゲの形で行われる」ことは、このレーン法

31・1の冒頭の件をーーその言い回し(=1"ある家間宮妻のために所領を dingenす

るJ)に引かれて一一夫の意向だけで妻のために一期分を設定することができる、

と速断しではならない、ということをも意味する。「ゲデインゲJは主君による授
封の一種であるから(前出レーン法5・1=AV 1・19を参照)、レーンについての一

期分も、家臣である夫が主君に請い、主君から妻に「ゲデインゲ」を封与しても

らうのである。(この点をはっきりさせておかないと、後続の箇所でなぜ「主君が一期分

を破るJことが問題にな(りう)るのか、よく理解できないであろう、と危倶されるので、

念のために言及しておいた)。

3) ["主君もそれを破ることをえない」、ということについては、前註・ 2、および、

次のレーン法31・2、註・ 8をも参照されたい。

4 )これは、一一前出レーン法26・10、註圃 6、および、 29.5(=AVl・78)、註

. 4で述べたような一一子は未成熟の問に行った法的行為(特に、契約)を成熟

に達した時に撤回(ないし、是正)することができる、という原則にもとづくもの

と解されるが、この点については、ひきつづき次註・ 5を参照されたい。

5 )この最後の一文では、まず、(前註・ 3の箇所で述べられていた)r主君もまた子たち
もそれ(=ゲデインゲの形で設定された一期分)を破ることをえない」という命題に

ついて、(前註・ 4の箇所で)r子たちが未成熟の聞にそれを承諾する(ないし、し
た)のであれば、彼等はそれを破ることができる」という「例外」を述べて上で、

「主君は(そうすることができ)ない」と言っているのだから、(前註.3の箇所を単に

繰り返したのではなく)、「主君が未成熟の聞に一期分を設定(=ゲデインゲの形で封

与)した場合、主君は成熟に達しでもそれを撤回して一期分を破る(=取り上げる)

ことをえない」という意味になる、と解さなくてはならない。それによって、安

のために設定された一期分の権利がより良く保護されることは指摘するまでもな

いが、同時に、(前註.4で述べた)r子は未成熟の問に行った法的行為を成熟に達
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した時撤回(ないし、是正)できる」という「原則」が必ずしも常に(機械的に)適用

されたのではない、ということに注意する必要がある o(この点については、次のレ

ーン法31・2、註・ 8を参照されたい)。

31・2]) くしかしながら、ある主君がある(家臣の)妻に、(通常の)ゲデイ

ンゲの法によって (nagedinges recht) 2) ではなく、彼女の存命中という明示さ

れた言葉と用いて (mitden benumeden worden)、3) 所領を封与する(ないし、し

た)場合は、このレーン(の授封)を彼(=主君)は、彼女の存命中、彼女のため

に回く守ら (sted巴halsen)4)なければならない、〉

くたとえ彼女がその後息を儲けるこ|くまた、彼(=主君)は彼女に対し(そ

とがあっても、彼女の夫がその所領を|の一期分を)破ることをえない、(たと

適法なゲヴェーレの中にもって (mitIえ)(彼女の)夫が怠たちをもち、ある

deme gude in recl市 ngeweren) 5) 死亡す lいは、その後彼等(=息たち)を儲け
る(ないし、した)のであれば。>8) る(ないし、儲けた)としても、彼女の

夫が彼の死にいたるまでその所領を彼

のゲヴェーレの中に保持する (insinen 

weren behalde) (=占有しつづける )6) 限

り。彼女は、しかし、彼女の夫の死後

法定の年期内に、彼女の主君に対して、

ゲデインゲの法に従い (nagedinges 

rechte)、i)この(明示された言葉を用い

て行われた一期分の)授封を証人により

立証しなければならない、主君がそれ

(=一期分の授封)を承認しない(=否

認する)場合には。>8) 

1 )この条項は、 Ordnung Jc (= I第3次テキストJ)に属するものであって、アイケ以

後(おそらく 1270年以前に)補足されたものであるが(前出「凡例J、3、iii)を参照)、

これについても、石川「へールシルト制J(2)、第3章、 A(特に、 59頁以下)を

参照されたい。

2 )ここで、「ゲデインゲの法に従ってではなく」と言われていることからも、前出レ

ーン法31・lのケースが、(通常の)Iゲデインゲ?のj去に従って」行われる一期分の

設定であることが裏づけられるであろう。同条への註・ 2、および、後註・ 7と
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8を参照されたい。

3) benumenの誌については、 (AV1・28のdesignareに対花、する)前lJl，レーンI去10・2の

用例(前出レーン法10・5=AV 1・32、註.3を参照)を参照されたい。

4 )石川1.前掲論文(前註・1)、註 .105でも指摘しておいたように、この stedehal-

denの語を、ヒルシュは (50mus er ihr das lehn auf ihre lebenszeit) treu belassen (= 

そのままもたせておく)(Hi.， S. 135)と、またショットは (somus er ihr das Lehen 

auf Leb巴nszeit)gewahrleisten (=保障する)(Sch・， S.281)と訳し、いずれも(夫の死後)

委のもつ一期分の権利が実現し、委が所領を占有・支配した後のことと解してい

る。しかし haldenの誇には、「もたせる」ないし「もたせておくJ、まして、「保障
する」という意味する用例がほかにはない (Text，S. 229を参照)ーーその意味のこ

とを言うのに、後出レーン法55・6では、 (dathe (=de he町e)it deme manne) stede 

lateと言っている一一し、また、このレーン法31・2でこの後につづく条件文か

らしても、(一期分権者である妻が死亡しない限り)、夫がその所領を最期まで占有・

支配していれば、主君は、たとえば彼女にその後息が生まれたなどを理由に、こ

の一期分の授封(=予約)を撤回ないし破棄しではならない、という趣旨であって、

(少なくも主に)夫の死亡時における一期分の実現(の保障)にかかわる、と解すべ

きであろう。(なお、後註.8を参照されたい)。

5 )ここでは、陀chtegewereの語が用いられているが、(この条頃は前註・ lで述べたよ

うにアイケ以後補足されたものであり、しかも)異本(後設 6の箇所)では単に引ne

wereと言われている。したがって、この場合、 rechtegewereの語はーーたとえ

ば前出 13・1(=AV 1・103)におけるような一一「適法な(ないし、法定の)ゲ

ヴェーレ」というテクニカルな意味をもっておらず、「所領を(最期まで手放すこと

なりきちんと占有・支配している」というほどの意味である、と解すべきであ

ろう。(なお、ひきつづき次註.6を参照されたい)。

6 )この奥本では、(左械の)r夫がその所領を rechtegewereの中にもって死亡するJの
と同じことが、「彼女の夫が彼の死にいたるまでその所領を彼の wereの中に保持

する(=もちつづける)Jと言われている(前註・ 6を参照)。

7)ここでは、このレーン法31・2で扱われているケースについて、「ゲデインゲの

j去に従ぃ」と言われているから、この「彼女の存命中という明示された言葉を用

いて」行われる一期分の設定もゲデイシゲの一種と考えられていた、と解するの

が妥当であろう。なお、この場合の「法定年期」はr6週と一年」である。この点
については、前出 AV1・21(=レーン法 5・2)を、また、ひきつづき次註・ 8

を参照されたい0

8 )この条項の後段、左右に分かれている部分では、二つの写本のテキストが掲げら

れているが、そのいずれにおいても、主君は(一期分権者である)妻に対して「そ

の後息(たち)を儲けた」ことを理由に一期分を破ってはならない、ということが

明記されているoそれに対して、この条項には、すぐ前のレーン法31・lの後段
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で、扱われていた「未成熟の問に一期分を承諾した子(たち)Jは姿を見せなし、。そ

こで次のような疑問が生じる。この「彼女の存命中という明示された言葉を用い

てj設定される一期分についても、未成熟の問に承諾した子(たち)は成熟に達し

た時(その承諾を撤回して)一期分を破りうるのか、もしそうだとすれば、「彼女の

存命中という明示の言葉を用いてJ設定される一期分は、ゲデインゲの形で設定
される(前出レーン法31・lの)一期分とどこがどう違うのか、という疑問がそれ

である。

この疑問についてまず参照しなければならないのは、「ラント法jにおける一期

分の設定であろう。そこでは(あるいは、そこでも)、一期分の設定は「相続人たち

の承諾を得て」行われることが明記されており(ラント法1・21・1)、また、「な

んぴとも(ー期分権者である)女性に対し一期分を破ることをえないjとして、真

先に「後から生まれた相続人たち」が例示されているだけでなく(ラント法 1・

21・2)、そこでは(あるいは、そこでも)I未成熟の間に承諾した相続人たち」は姿

を見せないからである。(このことは、「レーン法Jでは一一未成熟の子でもレーンを受

領でき、また、主君としてそれを自分の家臣に(又)授封できるから(前出レーン法26

5、26・6、26・10などを参照)一一子が未成熟の聞に行った法的行為の行方について

の関心が必然的に高くなる、ということを念頭に置くと、あるいは次のように解したく

なるかも知れなし、すなわち、アイゲンについて設定される一期分についても、前出レー

ン法31・Iと同じく、未成熟の問に承諾した相続人(たち)は成熟に達した時それを撤回

し一期分を破ることができたが、「ラント法」ではそのことをわざわざ書かなかっただけ

のことである、と。私自身も、前掲論文(前註・ 1)、註・ 103では、(やや)そうした解釈

に傾いていた。しかし、この度の邦訳に当たり再考した結果、こうした推定は正しいと

は言えず、以下に述べるように解さなくてはならない、と考えるにいたった)。しかし、

アイゲンについては、「人(=その持主、多くの場合、夫または父)は、相続人(多く

の場合、息または兄弟)たちの承諾を得て、女性(多くの場合、委または未婚の娘)に

彼女の存命中アイゲンを譲渡 (geven)することができる」とされており(ラント法

1・21・1)、アイゲンは一期分設定の時点で確定的に(ー期分権者である)女性の

ものになっており、未成熟の間に承諾した相続人(多くの場合、息)たちがそれを

撤回する余地はないであろうし、だからこそそれは、「彼女の存命中J、一期分と

しての機能を果たしうるのである。そうだとすれば、それと同じ文言を用いて設

定されるレーンについての一期分も、(たとえそれが、前註・ 4で述べたように、「ゲ

デインゲの一種Jという面を残しているにせよ、ラント法上の「一期分jと同じく)可能

な限り「彼女の存命中」という文言に忠実に扱われた可能性が大きく、具体的に

は、それに承諾を与えた息は(たとえ未成熟であっても)、単なる「ゲデインゲ」の

設定ではなく、「彼女(=母)の存命中」にわたる「一期分」の設定を承諾したのだ

から、(成熟に達しでも)もはやそれを撤回することはできない、とされた可能性

が大きいと考えられる。
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さらに、前出レーン法2・3、右欄に掲げたアイケ以後に補足された (Ord即時

Ncに属する)テキストも、こうした私見を支持する方向に働くであろう。すなわ

ち、そこでは、妻が夫の死後(一期分の設定された)所領を占有・支配した後のこ

とについてではあるが、その「占有J(・支配)が「彼女の存命中」保障されている

だけでなく、さらに具体的に、その所領が(主君から上級主君に)r返還J(されるこ
と)によっても、また「主君の死亡」によっても破られないとして、妻に(上級主

君をも含めた新しい主君に対する)所領の「授封更新請求権」まで認められている。

一般に、(へールシルト=レーン能力を欠く)r女性」が所領を授封される場合、彼女
は所領を(レーンとして)占有・支配することはできるが、「授封更新請求権」はな

く、主君が「死亡」した場合に新しい主君(=王君の息、それがない場合は上級主君

に)所領の授封更新を求めたり、主君カf所領を U:級主君に)r返還」した場合に上
級王君にその授封更新を求めることはできない(前出レーン法2・2=AV 1・5を

参照。なお、この機会に、レーン法2・2の2行自と 3行自のはじめを、「をもっ(ある

いは、受領する)が、それ(=その所領)を彼等の子(たち)に相続させることはなく、ま

た(彼等)自身はJと訂正しておきたいんしたがって、レーン法2・3で述べられて

いることが「彼女の存命中」と明言されて設定された一期分を可能な限りその文

言に忠実に扱おうとして場合の帰結を示していることは明らかであろう。

なお、以上のように考えると、高J註・ 4で述べた stedehalden (=固く守る)の語

は、(そこでも述べたように)夫の死亡時における一期分の実現の保障にかかわって

いるが、「彼女の存命中」という文言に忠実であろうとする限り、主君がそれ(=

夫の死亡)までの間でも(一期分が予約されている)所領を(上級主君に)r返還」しで
はならない、ということはもちろん、主君が「死亡」した場合にも、新しい主君

(特に、主君の息)は一一夫の求めがあれば一一妻のために改めて一期分の設定

を吏新しなければならない、という含意さえもちうることを付言しておきたい。

232 

32・ a)人(=主君)は多数(ないし、複数)の見弟たちに、(同じ)一つの所

領を封与することができる、彼等がそれ(=所領)を総手的に(mIt gesameder 

hant) (=彼等がその手を組み合わせ同時に主君の開かれた手の中に置いて)Il受領

して、それ(=所領)について同じゲヴエ}レ (gelikewere) (均等な権利=レー

ンとして占有する権利)2) をもっ場合には。3) しかし、彼等がその所領について

互いに別れることを望むならば、4) 彼等はそれ(=所領)を彼等の問で、主君の

許可なしに、彼等の望むように分割する(ことができる)05) しかし、彼等が(そ

れを)互いに分割するく(分割)した〉場合は、彼等のうちなんぴとも、他の者
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が死亡する(ないし、した)場合、他の者の所領についての権利(=請求権)

(recht) 6)をもたない、その者にもう一度(=重ねて)それ(=所領)についてゲ

デインゲ7lが封与されている(ないし、いた)のでない限り oa)

AVl ・83 a)複数の者は(同じ)一つのレーンを授封されることができる、

(彼等が)それ(=レーン)を同時に (simuI)J)受領して、これ(=このレーン)

について同じ(=均等の)権利 (aequaleius) 2) をもつようにするのであれば、a)

b) (ただし、彼等が)一緒に居住する (simulmanserint)限り(のことである )ob)-3)

AV 1・84・a a)しかし、(彼等が)互いに別れることを望むならば、4) (彼等

は)、そのように(=共同で)封与された所領を、主君の許可なしに、彼等の

裁量に従って彼等の問で分割する(ことができる)05)そして、それ以降は、

彼等のうちなんぴとも、他の者が死亡した場合、他の者の(持)分について

なんらかの権利(=請求権)(aliquod ius)6)をもつことはない、(その者が)主

君から(その)レーンについて(の)期待権 (expectatioin beneficio) 7lを受領し

ていたのでない限り。a)

1 )前出 AV1・45(=レーン法22・1)、註・ 5、および、 Hi.，S. 136， Anm. 1を参照さ

れたい。それによって複数の兄弟たちが一一見た目にも一一恰も一人の家臣の

ように臣従礼を捧げて授封を求めることになる、ということは改めて指摘するま

でもあるまい。この点については、前出レーン法7・9、註・ lを述べたことを

参照されたい。

2 )この場合、「レーン法Jのgelikewereの語がAVのaequaleiusに対応していること

に注意されたい。(なお、本誌次号=52巻5号に掲載予定の拙稿rr同じゲヴェーレを
もってJ、占有か保障か一一ザクセンシユピーゲル・ラント法2・43・lの正しい解釈

のために一一」、註・ 6を参照されたい)。

3) rレーン法」では、 AVのb-bの箇所が削除されて、 (AVとは異なり)["一緒に居
住するJことはこの共同授封(=r総手的授封J)のための要件には数えられていな
い(なお、次註・ 4をも参照)。因みに、「ラント法」では、父が死亡した場合の遺

産相続の具体的プロセスを記述する際に、「標準的ケースJとしては相続人が父
(や母)と一緒に居住していない場合を想定している。ラント法1・22・1、およ

び、石川「アイゲン」、 9頁以下を参照されたい。

4)この箇所、 AVの「互いに別れることを望む」が、「レーン法」で「その所領につい

て互いに別れることを望むjと改訂されたことも、前註.3で述べたように、

「レーン法jでは、(共同授封を受ける)兄弟たちが(必ずしも)r一緒に居住するjこ
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とを要せず、その所領について「同じ権利Jをもっていれば足りる、とされたこ

とによるものと考えられる。

5)この件については、後出レーン法32・4(o=AV 1・85・b)、註 3を参照された

し、。

6)この箇所、「レーン法」のrechtの語がAVのa1iquodiusが対応しているo いずれ

も「実体的権利Jをも意味しうる語であるが、「レーン法」やAVにおける recht= 

iusの一般的用語法だけでなく、すぐ後(註・7Jの箇所で一一例外として一一

ゲデインゲを封与されている場合に言及されて(おり、その場合、原則として一一

あるいは、前出AV1・21(=レーン法5・2)では一一、ゲデインゲ権者は主君の「承

認」を求めなければならない、とされて)いるので、(敢えてlr=請求権」という補訳

を施しておいた。なお、次のレーン法32・2、註・ 2をも参照されたい。

7)ここでは、「レーン法Jのgedingeの諸にはAvのexpectatioin beneficioが対応し
ている。この点については、前出レーン法5・1=AV 1・19、1. 20、註.3、

レーンi去6・2=Av1・25、註.3、レーンj去10・1=AV 1・27、註.2、お

よび、レーン法20・1=AV 1・44、註・ 2を参照されたい。

32・211 また、彼等(兄弟たち)がその所領を(分割せずに)一緒に (=共同

で)もっている聞は、彼等のうちの一人が死亡する(ないし、した)場合、彼の

子が父に代って、彼(=子)の所領を、彼の父がそれをもっていた(のと同じ)

ように、伯(叔)父たちと(vedder)と共同で保持する(ことになる)021 

1 )この条項は、 AVに対応条項がなく、「レーン法Jで補足された(と目される)もの

である。

2 )直前のレーン法32・1(=AV 1・83、1. 84 . a)では(その末尾で)、共同で(=I総

手的jに)授封された兄弟たちが、所領を分割した後に、彼等のうち一人が死亡し

た場合のこと(だけ)を扱っているので、このレーン法32・2が所領をまだ(分割l

せずに)共同でもっている問に一人が死亡した場合のことを補足しようとしたも

のであることは、改めて指摘するまでもあるまい。なお、この場合にも、「子」は

(彼自身は授封されていないのだから)自動的に「彼の父に代る」のではなく、主君か

ら一一彼単狼でなのか、あるいは、「彼の伯(叔)父たちと共同に」なのかは不明

であるが一一改めてその所領(ないし、それについての持分)の授封を受けなくて

はならない、と考えられる(前出レーン法22・1=AV 1‘45を参照)。したがってこ

の場合、「子jがもっ「権利jというのも、(いわゆる)r相続」権=(具体的には)主
活に対して(亡)父の所領の授封を求める権利のことであり、このことは、前出

レーン法32・l=AVl'84・aのrechtないしlUSの解釈(同条への註・ 5を参照)
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についても、参考(ないし、傍証)になるはずである。

32・3 a)彼等、一緒に(=共同で)授封された者(=兄弟)たちが、(同じ)一

つの所領を一緒に(=共同で)もっている問は、彼等のうち誰もが、他の者を

抜きにして、その中からいかなる部分をも(自分の家臣に)封与し(Jien)または

(誰かに)譲り(Iaten)I)、それによって彼がそれ(=所領)を他の者から遠ざける

(=奪う)ことを (veme)2)えないoa) b)その者(ないし、その家臣)は、それ(=

その所領)についていかなる部分をも受領していないのだから、それ(=その所

領)について彼は3)いかなる部分をも封与しまたは譲るI)ことをえないのであ

る。しかしながら、彼がその(所領の)中から封与しまたは譲る(ないし、譲っ

た)1)ものがあれば、彼自身はそれを破る (breken)(=封与または譲与を取り消

して取り戻す)ことができず、それを破りうる (brek巴)のは、その所領を彼と共

同で(受領し)もっている者のうちの一人だけである。b)-4) 

AV 1・84・b a)いずれかのレーンが前述の仕方(=複数の者に共同)で授

封された後は、彼等(=共同授封者)のうちなんぴとも、単独で、誰かにそこ

(=そのレーン)から何かを封与する (concedere)1) ことをえない、(彼等が)そ

れ(=そのレーン)を彼等自身で分割し(てい)ない聞は a) AV 1・85・a

b)主君(=共同授封されたレーンの一部を自分の家臣に又授封しようとする、あ

るいは、した者)は(自分の)家臣に、どうして(彼自身が)その(レーンの)一

部を単独で受領していない(のに、その)レーンの一部を封与(したり)する

(concedere) 1) ことができょうか。そうではなく(もちろん、それはできないの

であっ)て、法(の定め)に従い (deiure)彼等(=共同授封者)自身から(その)

レーン(の一部)を持ち去る(=奪う)ことができる (auferat)2)者(がもしいる

とすれば、それ)は、彼(=又家臣)がその者から(その一部を)授封されたの

と同じ(=当の)主君ではなく、(そのレーンが)(その)主君と共同でそれらの

者に属している(=そのレーンをその主君と共同でもっている)彼等(=共同授封

者)なのである。b)

1 )この条項、「レーン法」と AVは、(後註-4で述べるように、特にb-bの件では)表

現の仕方が(かなり)変っているものの、基本的には同趣旨のことを述べている。

ただし、註・ Iを付した箇所に限っては、 AVで単にconcedereとあったものが、
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「レーン法JではIienunde latenと改められ、 latenの語が付け加えられている。こ

の場合 latenの語が「譲るJ(ないし、「日|き渡すJ)を意味するについては、前山レ

ーン法30・1(=AV 1・80)、註.5および8を参照されたい。なお、 AV1・85

・a、b-bの箇所の論理ーから言っても、共同授封者が単独で所領を誰かに譲与

する(ないし、引き渡す)ことはできないはずであり、この点も「レーン法」との間

に実質的な差はないとしても、「レーン法jでこのような「改訂」が行われたこと

によって、より明確に「家臣権」を保護しようとする同舎の姿勢がうかがわれる

であろう。

2) Iレーン法」の vemenの語は、ここではAVのauferreに対応している。

3 )この箇所、 Text，S. 55では、 herとなっているが、(おそらく第l版の表記がそのまま

残ったことに由来する)ミス・プリントであろう。

4 )卒直に言って、このb-bの箇所、 AVのテキストは(1レーン法jを参照せずにそ

れだけを独立に読むと)、特に(自分の家臣にレーンの一部を又授封する)共同授封者

(の一人)も(前t.llAV1・84・aの彼等に授封する「主君jと同じく)dominusと表記さ

れていることが蹟きの石になり、直ちにその論旨を把握しがたいものになってい

る。(上掲の邦訳は、まず「レーン法Jの対応箇所を読み、その上でAVのテキストを何

とかそれと同旨に読もうと努めた上で、通常の場合よりもはるかに思い切った「補訳jを

加えることによって、一一望むらくは一一何とか「レーン法」と同旨のことが読み取れ

るように工夫したものである)。おそらくアイケ自身も「ドイツ語第 l版」執筆の際

に同じことを感じたため、「レーン法」では表現の仕方がかなり大幅に改められ、

その結果「レーン法Jのb-bの件ははるかに分かりやすいものになっている。

なお、この箇所、「レーン法」では一人の共同授封者が行った所領の一部の「違法

なj封与や譲与を取り消しうるのは、(他の)共同授封者全員ではなく、「そのうち

の一人」とされていることに注意しておきたい。この点については、次のレーン

法32・4(=AVl・85・b)、註.3を参照されたい。

233 

32・4 a)一人より多く(=複数)の者が(同じ)一つの所領を授封されて、彼

等がそれ(=その所領)つにいて別れていない(=その所領を分割していない)場

合は、1)彼等の主君が死亡する(ないし、した)時、一人の者だけを除き、彼等

のうち(それ以外の)なんぴとも、別な(=第2の、新しい)主君に授封更新を求

める (volg巴n)2) ことをえない。aH)

AVl ・85・b a)複数の者が(閃じ)一つのレーンを授封され、また(互い
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に)別れていない場合は、J)主君が死亡した時、一人の者を除き、(彼等は)そ

の(レーンの)授封更新を別な(=第2の、新しい)主君に求めることをえない

(sequatur) o2h1 -31 

1 )以上の文によって、こ(れら)の条項で前出レーン法32・1=AV 1・83に始まる

諸条項と同じ主題、すなわち兄弟たちに対する共同(=i総手的J)授封が扱われて

いることは明らかであろうが、「レーン法」の「それについて別れていない」と

AVのr(互いに)別れていない」の相違については、前出レーン法33・1(=AV 
1・83)、註-4を参照されたい。

2) volgen (=田中町)の諸については、前出レーン法2・6(=AVl-7)、註・ 3を

参照されたい。

3 )この条項に述べられているように、主君が死亡した時、兄弟たちのうち一人だけ

が新しい主君(=主君の息、それがない場合は上級主君)に授封更新を求めることが

できるのだとすれば、「共同授封」はそれを認めてくれた主君一代限りのもので

あり、主君が替ればそれとともに終了せざるをえない、ということになる。その

ことにも、この「共同(=(総手的)授封Jは言わば「例外中の例外」であって、「単
独(の家臣への)授封Jが大原則であったことがうかがえるが、こうした傾向は何

も主君の死亡の際にはじめて突然現れるわけではない。「共同受封者」は主君が彼

等のうち誰から勤務を求めるべきかを決めなければならないこと(前出レーン法

8・2を参照)、彼等が(たとえば証人として)言わば(全体で)一人分の権利・義務

しかもたないこと(前出レーン法7・9、および、同条への註・ Iを参照)、それに、

直前のレーン法32・3(=AV 1・84・b)(註・ 3の箇所)では、共同受封者の一人

が行った所領の一部の授封や譲与を取り消してそれを取り戻しうるのも「一人の

者だけJとされていること、などにもすでにそうした傾向が認められるが、前出
レーン法32・1(=AV 1・84-a)、註・ 5の箇所で、彼等が所領の分割を望む場

合、「主君の許可なしに」、「彼等が望むようにJ(あるいは、「彼等の裁量に従ってJ) 

そうすることができる、とされていることも、同じ考え方にともとづくものであ

ろう。(なお、主君が死亡したとき兄弟たちが["(ただ)一人の受封者Jを決める手続につ

いては、おそらく前出レーン法29・2(=AV 1・75、1・76)が準用された、と考えら

れる)。

北i去52(4・283)1301


